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○基幹統計調査の承認 

 

基幹統計調査の名称 実 施 者 主 な 承 認 事 項 承認年月日

工 業 統 計 調 査 経 済 産 業 大 臣 承認事項の変更 

①調査対象範囲の変更 

 平成 22 年から全数調査を廃止

し、調査対象事業所を従業者４

人以上の事業所のみに変更。 

②調査事項の変更 

 有形固定資産の内訳等の削除。 

③調査方法の変更 

 政府統計共同利用システムを

利 用 し た オ ン ラ イ ン 調 査 を 追

加。 

 

H22.7.16

特 定 サ ー ビ ス

産 業 実 態 調 査

経 済 産 業 大 臣 承認事項の変更 

・政府統計共同利用システムを

利 用 し た オ ン ラ イ ン 調 査 を 追

加。 

 

H22.7.29

注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣が承認した基幹統計調査の計画について、

主な内容を掲載したものである。 



○一般統計調査の承認

承認年月日 統計調査の名称 実施者

H22.7.2 看護師等学校養成所入学状況及び卒業生就業状況調査 厚 生 労 働 大 臣

H22.7.2 旅行・観光消費動向調査 国 土 交 通 大 臣

H22.7.7 平成22年就業形態の多様化に関する総合実態調査 厚 生 労 働 大 臣

H22.7.7 介護事業実態調査 厚 生 労 働 大 臣

H22.7.8 産業廃棄物排出・処理状況調査 環 境 大 臣

H22.7.16 民間企業投資・除却調査 内 閣 総 理 大 臣

H22.7.20 医療扶助実態調査 厚 生 労 働 大 臣

H22.7.26 学校給食実施状況等調査 文 部 科 学 大 臣

H22.7.29 サービス産業動向調査 総 務 大 臣

H22.7.29 21世紀成年者縦断調査（国民の生活に関する継続調査) 厚 生 労 働 大 臣

H22.7.30 乳幼児身体発育調査 厚 生 労 働 大 臣

H22.7.30 生鮮食料品価格・販売動向調査 農 林 水 産 大 臣

 注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣が承認した一般統計調査について掲載したものである。
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（１）　新　規

受理年月日 統計調査の名称 実施者

H22.7.2 グローバル環境下の企業活動に関する調査 大 阪 府 知 事

H22.7.5 春季賃上げ及び夏季一時金要求・妥結状況調査 宮 崎 県 知 事

H22.7.6 鳥取県ハートフル駐車場利用証制度アンケート 鳥 取 県 知 事

H22.7.8 埼玉県商店街・商店調査 埼 玉 県 知 事

H22.7.8 多様化する就業形態の労働環境実態調査 長 野 県 知 事

H22.7.9 労働状況実態調査 川 崎 市 長

H22.7.9 労働環境等実態調査 滋 賀 県 知 事

H22.7.15 スポーツに関するアンケート調査 福 岡 市 長

H22.7.15 省エネ関連設備に関する調査 愛 知 県 知 事

H22.7.15 地域特産野菜等の生産状況調査（愛知県版） 愛 知 県 知 事

H22.7.16 中小企業賃金実態調査 埼 玉 県 知 事

H22.7.16 愛媛県県民健康調査 愛 媛 県 知 事

H22.7.20 愛媛県能力開発基本調査 愛 媛 県 知 事

H22.7.20 長野県観光入込客統計調査 長 野 県 知 事

H22.7.21 市町村民経済計算作成のための基礎資料収集調査 宮 城 県 知 事

H22.7.26 愛媛県歯科疾患実態調査 愛 媛 県 知 事

H22.7.27 相模原市産業連関表作成のための特別調査 相 模 原 市 長

H22.7.27 製造企業の競争力を担う人材の確保・育成に関する調査 大 阪 府 知 事

H22.7.27 環境ビジネスの取り組みと人材育成に関する調査 大 阪 府 知 事

H22.7.28 労働条件等実態調査 宮 崎 県 知 事

（２）　変　更

受理年月日 統計調査の名称 実施者

H22.7.1 中小企業賃金事情調査 茨 城 県 知 事

H22.7.1 佐賀県労働条件等実態調査 佐 賀 県 知 事

H22.7.2 県民経済計算・市民経済計算作成のための基礎資料収集調査 宮 城 県 知 事

H22.7.6 中心市街地に関する県民意識・消費動向調査 新 潟 県 知 事

H22.7.21 全国企業短期経済観測調査 日 本 銀 行 総 裁

H22.7.21 高齢者基礎調査 新 潟 県 知 事

H22.7.23 労働条件等実態調査 和 歌 山 県 知 事

H22.7.26 市政アドバイザー意識調査 神 戸 市 長

H22.7.27 中小企業景況調査 愛 知 県 知 事

H22.7.30 東京都男女雇用平等参画状況調査 東 京 都 知 事

H22.7.30 人権問題に関する意識調査 北 九 州 市 長

 ○届出統計調査の受理

注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣に届け出られた統計調査の受理について掲載したものである。

注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣に届け出られた統計調査の受理について掲載したものである。
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○基幹統計調査の承認 

【調査名】 工業統計調査（平成２２年承認） 

【承認年月日】 平成２２年７月１６日 

【実施機関】 経済産業省経済産業政策局調査統計部産業統計室 

【目 的】 我が国工業の実態を明らかにし、工業に関する施策の基礎資料を得るための

工業統計調査を作成することを目的とする。 

【沿 革】 工業に関する生産統計としては、明治初年民部省が開始した「府県物産表」

調査、明治１６年からの農商務統計のうちの「工場調査」（従業員１０人以上、

毎年調査）があるが、独立の調査としては、明治４２年から「工場統計調査」が

開始された。 

この調査は、従業者５人以上の工場について５年に１回実施されたが、大正９

年からは、毎年調査に改められた。 

さらに昭和１４年からは、「工場調査」として、従業者数にかかわりなく、す

べての工場・作業場について調査が行われるようになった。 

昭和２２年には統計法に基づく指定統計第１０号として、日本標準産業分類に

よる製造業を対象とする「工業調査」に改められ、昭和２５年には「昭和２５年

工業センサス」、昭和２６年以降は「工業統計調査」となり現在に至っている。 

昭和３１年からは、本社本店調査が、また、昭和３８年からは用地用水調査が

本調査に追加された（用水調査は、昭和３３年と昭和３７年に、また、用地調査

は昭和３６年、昭和３７年に付帯調査として行われた）。 

また、昭和５１年からは、甲調査は従業者３０人以上の事業所（従来は２０人

以上）、乙調査は２９人以下の事業所（同１９人以下）、を対象とすることとなっ

た。 

昭和６０年及び昭和６１年には、「丙調査」が中止されたが、昭和６２年には、

従来の丙調査を見直した新たな丙調査（企業の多角化、ソフト化、国際化につい

て把握）が実施され、平成元年には、その２回目の調査が実施された。 

昭和５６年調査からは、予算上の制約に伴う統計調査の効率的な実施の要請に

応えるため同年調査以降の特定年次（原則として、西暦年末尾が０、３、５、８

の年以外の年）については、簡素化した調査である裾切調査として実施すること

となった。 

平成３年には、長崎県の島原市及び深江町については、雲仙不普賢岳の噴火災

害により調査の範囲から除外された。 

平成４年以降は、通商産業省企業活動基本調査の実施に伴い、丙調査を廃止す

ることとされた。 

平成１２年には、東京都三宅村については、三宅島（雄山）の噴火災害により

調査の範囲から除外された。 
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平成１６年調査では、新潟中越地震の被災地域のうち十日町市、川口町及び山

古志村について、調査対象地域から除外した。 

平成２２年調査から、調査対象の範囲を従業者４人以上の事業所に変更された。

また、調査方法としてオンライン調査が追加された。 

【調査の構成】 １－工業調査票甲 ２－工業調査票乙 

【公 表】 インターネット及び刊行物（速報は調査年の翌年の９月～１１月、確報は調

査年の翌々年にかけて段階的に公表） 

※ 

【調査票名】 １－工業調査票甲 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）従業者３０人以上の事業所（製

造、加工又は修理を行っていない本社又は本店を除く。） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２００，０００ （配布）調査員、郵送、オン

ライン （取集）調査員、郵送、オンライン （記入）自計 （把握時）毎

年１２月３１日現在 （系統）経済産業省－都道府県－市町村－調査員－報

告者、経済産業省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査翌年の６月３０日（経済産業省への提出

期限） 

【調査事項】 １．事業所の名称及び所在地、２．本社又は本店の名称及び所在地、３．

他事業所の有無、４．経営組織、５．資本金額又は出資金額（会社に限る。）、

６．従業者数、７．常用労働者毎月末現在数の合計、８．現金給与総額、９．

原材料、燃料、電力の使用額、委託生産費、製造等に関連する外注費及び転

売した商品の仕入額、１０．有形固定資産、１１．リース契約による契約額

及び支払額、１２．製造品在庫額、半製品、仕掛品の価額及び原材料、燃料

の在庫額、１３．製造品の出荷額、在庫額等、１４．品目別製造品出荷額、

加工賃収入額及びその他収入額の合計金額、１５．内国消費税額（酒税、た

ばこ税、揮発油税及び地方揮発油税の納付税額又は納付すべき税額の合計額

をいう。）、１６．製造品出荷額等に占める直接輸出額の割合、１７．主要原

材料名、１８．作業工程、１９．工業用地及び工業用水、２０．１０、１２

及び１３の在庫額に係る消費税の経理処理の状況 

※ 

【調査票名】 ２－工業調査票乙 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）従業者４人以上２９人以下の事

業所（製造、加工又は修理を行っていない本社又は本店を除く。） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２５０，０００ （配布）調査員、郵送、オン

ライン （取集）調査員、郵送、オンライン （記入）自計 （把握時）毎

年１２月３１日現在 （系統）経済産業省－都道府県－市町村－調査員－報
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告者、経済産業省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査翌年の６月３０日（経済産業省への提出

期限） 

【調査事項】 １．事業所の名称及び所在地、２．本社又は本店の名称及び所在地、３．

他事業所の有無、４．経営組織、５．資本金額又は出資金額（会社に限る。）、

６．従業者数、７．現金給与総額、８．原材料、燃料、電力の使用額、委託

生産費、製造等に関連する外注費及び転売した商品の仕入額の合計金額、９．

製造品出荷額等、１０．品目別製造品出荷額、加工賃収入額及びその他収入

額の合計金額、１１．内国消費税額（酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮

発油税の納付税額又は納付すべき税額の合計額をいう。）、１２．製造品出荷

額等に占める直接輸出額の割合、１３．主要原材料名及び簡単な作業工程
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【調査名】 特定サービス産業実態調査（平成２２年承認） 

【承認年月日】 平成２２年７月２９日 

【実施機関】 経済産業省経済産業政策局調査統計部サービス統計室 

【目 的】 本調査は、サービス産業の実態を明らかにし、サービス産業に関する施策の

基礎資料を得ることを目的とする。 

【沿 革】 本調査は、昭和４８年に「昭和４８年特定サービス業実態調査」の名称で実

施され、対象業種は、毎年調査業種（物品賃貸業、情報サービス業、広告業）と

年次別にローテーションする業種（知識関連産業、余暇関連産業、公害関連産業）

によって構成されていたが、昭和５４年からはさらに行政上必要な業種を追加し

ていくこととし、調査の名称も「特定サービス産業実態調査」に改められた。 

また、平成３年から平成１１年までは、１．毎年調査業種（５業種）、２．周

期調査業種（３年周期で１０業種）、３．選択調査業種（毎年１から２業種）の

パターンにより実施され、平成１２年からは、調査業種を「ビジネス支援産業」、

「娯楽関連産業」及び「教養・生活関連産業」の３つのカテゴリーに分割し、各

カテゴリーを原則として、３年に１回調査を行うこととした。 

平成１８年には、１．母集団情報を従来の業界団体名簿から事業所・企業統計

調査名簿に変更するとともに、調査対象業種の分類区分を日本標準産業分類の小

分類レベルに統一する、２．調査周期については、従来一部業種を除き３年周期

であったものをすべての業種について毎年調査する、３．平成１８年調査はビジ

ネス支援産業の７業種を対象とする等の改正が行われ、実施された。 

平成１８年調査における改正の基本的な考え方に即し、平成１９年には４業種

を、平成２０年には１０業種、平成２１年には７業種を調査対象業種に追加する

よう改正が行われた。（計２８業種） 

さらに、平成２２年には、調査方法としてオンライン調査が追加された。 

【調査の構成】 １－ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業及びインターネット付

随サービス業調査票 ２－物品賃貸業調査票 ３－広告業調査票 ４－映

像情報制作・配給業調査票 ５－クレジットカード業、割賦金融業調査票 

６－デザイン業・機械設計業調査票 ７－計量証明業調査票 ８－音声情

報制作業調査票 ９－新聞業調査票 １０－出版業調査票 １１－映像・

音声・文字情報制作に附帯するサービス業調査票 １２－機械修理業、電

気機械器具修理業調査票 １３－冠婚葬祭業調査票 １４－映画館調査票 

１５－興行場、興行団調査票 １６－スポーツ施設提供業調査票 １７－

公園、遊園地・テーマパーク調査票 １８－学習塾調査票 １９－教養・

技能教授業調査票 

【公 表】 インターネット及び印刷物（調査期日から１年以内） 

※ 
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【調査票名】 １－ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業及びインターネット付随

サービス業調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げる小分

類３９１－ソフトウェア業、小分類３９２－情報処理・提供サービス業、小

分類４０１ーインターネット付随サービス業を営む事業所 （抽出枠）平成

１８年事業所・企業統計調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８，１６２／３０，４５８ （配布）郵

送、調査員、オンライン （取集）郵送、調査員、オンライン （記入）自

計 （把握時）毎年１１月１日現在 （系統）調査員調査：経済産業省－都

道府県－調査員－報告者、郵送調査（一括調査企業）：経済産業省－報告者

※いずれの場合もオンラインによる報告が可能 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査事業所：調査年の１１月３０日、一括調

査企業：調査年の１２月１５日 

【調査事項】 １．事業所名及び所在地、２．経営組織及び資本金額、３．本社・支社別、

４．年間売上高、５．年間売上高の契約先産業別割合、６．年間営業費用及

び年間営業用固定資産取得額、７．従業者数 

※ 

【調査票名】 ２－物品賃貸業調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げる小分

類７０１－各種物品賃貸業、小分類７０２－産業用機械器具賃貸業、小分類

７０３－事務用機械器具賃貸業、小分類７０４ー自動車賃貸業、小分類７０

５ースポーツ・娯楽用品賃貸業、小分類７０９ーその他の物品賃貸業を営む

事業所 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）全数及び無作為抽出 （客体数）１１，０１４／２８，６７４ （配

布）郵送、調査員、オンライン （取集）郵送、調査員、オンライン （記

入）自計 （把握時）毎年１１月１日現在 （系統）調査員調査：経済産業

省－都道府県－調査員－報告者、郵送調査（一括調査企業）：経済産業省－

報告者 ※いずれの場合もオンラインによる報告が可能 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査事業所：調査年の１１月３０日、一括調

査企業：調査年の１２月１５日 

【調査事項】 １．事業所名及び所在地、２．経営組織及び資本金額、３．本社・支社別、

４．フランチャイズ、５．年間売上高、６．年間営業費用及び年間営業用固

定資産取得額、７．従業者数、８．年間売上高、契約高、９．年間契約件数、

１０．保有数量等 

※ 

【調査票名】 ３－広告業調査票 
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【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げる小分

類７３１ー広告業を営む事業所 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調

査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，７８３／１１，９２１ （配布）郵

送、調査員、オンライン （取集）郵送、調査員、オンライン （記入）自

計 （把握時）毎年１１月１日現在 （系統）調査員調査：経済産業省－都

道府県－調査員－報告者、郵送調査（一括調査企業）：経済産業省－報告者

※いずれの場合もオンラインによる報告が可能 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査事業所：調査年の１１月３０日、一括調

査企業：調査年の１２月１５日 

【調査事項】 １．事業所名及び所在地、２．経営組織及び資本金額、３．本社・支社別、

４．年間売上高、５．年間売上高の契約先産業別割合、６．年間営業費用及

び年間営業用固定資産取得額、７．従業者数 

※ 

【調査票名】 ４－映像情報制作・配給業調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）日本標準産業分類に掲げる小分類

４１１－映像情報制作・配給業を営む企業 （抽出枠）平成１８年事業所・

企業統計調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５７８／３，１９０ （配布）郵送・

オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎年１

１月１日現在 （系統）経済産業省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査年の１１月３０日 

【調査事項】 １．企業名及び所在地、２．経営組織及び資本金額、３．企業の事業形態、

４．年間売上高、５．映画・テレビ番組及びビデオ制作本数等、６．年間営

業費用及び年間営業用固定資産取得額、７．従業者数 

※ 

【調査票名】 ５－クレジットカード業、割賦金融業調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）日本標準産業分類に掲げる小分類

６４３－クレジットカード業、割賦金融業を営む企業 （抽出枠）平成１８

年事業所・企業統計調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４６８ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎年１１月１日現在 （系統）

経済産業省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査年の１１月３０日 

【調査事項】 １．企業名及び所在地、２．経営組織及び資本金額、３．企業の系統、４．

年間売上高（年間取扱高）、５．会員数等、６．年間営業費用及び年間営業
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用固定資産取得額、７．従業者数 

※ 

【調査票名】 ６－デザイン業・機械設計業調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げる小分

類７２６－デザイン業、小分類７４３ー機械設計業を営む事業所 （抽出枠）

平成１８年事業所・企業統計調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６，７６５／１６，８５９ （配布）郵

送、調査員、オンライン （取集）郵送、調査員、オンライン （記入）自

計 （把握時）毎年１１月１日現在 （系統）調査員調査：経済産業省－都

道府県－調査員－報告者、郵送調査（一括調査企業）：経済産業省－報告者

※いずれの場合もオンラインによる報告が可能 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査事業所：調査年の１１月３０日、一括調

査企業：調査年の１２月１５日 

【調査事項】 １．事業所名及び所在地、２．経営組織及び資本金額、３．本社・支社別、

４．年間売上高、５．年間売上高の契約先産業別割合、６．年間営業費用及

び年間営業用固定資産取得額、７．従業者数 

※ 

【調査票名】 ７－計量証明業調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げる小分

類７４５－計量証明業を営む事業所 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統

計調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）７３５ （配布）郵送、調査員、オンライン （取

集）郵送、調査員、オンライン （記入）自計 （把握時）毎年１１月１日

現在 （系統）調査員調査：経済産業省－都道府県－調査員－報告者、郵送

調査（一括調査企業）：経済産業省－報告者 ※いずれの場合もオンライン

による報告が可能 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査事業所：調査年の１１月３０日、一括調

査企業：調査年の１２月１５日 

【調査事項】 １．事業所名及び所在地、２．経営組織及び資本金額、３．本社・支社別、

４．年間売上高、５．年間売上高の契約先産業別割合、６．年間営業費用及

び年間営業用固定資産取得額、７．従業者数 

※ 

【調査票名】 ８－音声情報制作業調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）日本標準産業分類に掲げる小分類

４１２－音声情報制作業を営む企業 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統

計調査結果名簿 
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【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２７２ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎年１１月１日現在 （系統）

経済産業省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査年の１１月３０日 

【調査事項】 １．企業名及び所在地、２．経営組織及び資本金額、３．企業の事業形態、

４．年間売上高等、５．年間売上高の契約先産業別割合、６．年間営業費用

及び年間営業用固定資産取得額、７．従業者数 

※ 

【調査票名】 ９－新聞業調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）日本標準産業分類に掲げる小分類

４１３－新聞業を営む企業 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査結

果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４２７／１，１８１ （配布）郵送・オ

ンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎年１１

月１日現在 （系統）経済産業省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査年の１１月３０日 

【調査事項】 １．企業名及び所在地、２．経営組織及び資本金額、３．企業の事業形態、

４．年間売上高等、５．年間売上高の契約先産業別割合、６．年間営業費用

及び年間営業用固定資産取得額、７．従業者数 

※ 

【調査票名】 １０－出版業調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）日本標準産業分類に掲げる小分類

４１４－出版業を営む企業 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査結

果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０９７／４，３６９ （配布）郵送・

オンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎年１

１月１日現在 （系統）経済産業省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査年の１１月３０日 

【調査事項】 １．企業名及び所在地、２．経営組織及び資本金額、３．企業の系統、４．

年間売上高等、５．年間売上高の契約先産業別割合、６．年間営業費用及び

年間営業用固定資産取得額、７．従業者数 

※ 

【調査票名】 １１－映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）日本標準産業分類に掲げる小分類

４１６－映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業を営む企業 （抽

出枠）平成１８年事業所・企業統計調査結果名簿 
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【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６３６／１，２６１ （配布）郵送・オ

ンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎年１１

月１日現在 （系統）経済産業省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査年の１１月３０日 

【調査事項】 １．企業名及び所在地、２．経営組織及び資本金額、３．企業の事業形態、

４．年間売上高等、５．年間売上高の契約先産業別割合、６．年間営業費用

及び年間営業用固定資産取得額、７．従業者数 

※ 

【調査票名】 １２－機械修理業、電気機械器具修理業調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げる小分

類９０１－機械修理業（電気機械器具を除く）、小分類９０２－電気機械器

具修理業を営む事業所 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査結果名

簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，６４７／２１，７９６ （配布）郵

送、調査員、オンライン （取集）郵送、調査員、オンライン （記入）自

計 （把握時）毎年１１月１日現在 （系統）調査員調査：経済産業省－都

道府県－調査員－報告者、郵送調査（一括調査企業）：経済産業省－報告者

※いずれの場合もオンラインによる報告が可能 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査事業所：調査年の１１月３０日、一括調

査企業：調査年の１２月１５日 

【調査事項】 １．事業所名及び所在地、２．経営組織及び資本金額、３．本社・支社別

等、４．年間売上高、５．年間売上高の契約先産業別割合、６．年間営業費

用及び年間営業用固定資産取得額、７．従業者数 

※ 

【調査票名】 １３－冠婚葬祭業調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げる小分

類７９６ー冠婚葬祭業を営む事業所 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統

計調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，８０８／９，３３３ （配布）郵送、

調査員、オンライン （取集）郵送、調査員、オンライン （記入）自計 （把

握時）平成２１年１１月１日現在 （系統）調査員調査：経済産業省－都道

府県－調査員－報告者、郵送調査（一括調査企業）：経済産業省－報告者  

※いずれの場合もオンラインによる報告が可能 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査事業所：調査年の１１月３０日、一括調

査企業：調査年の１２月１５日 

【調査事項】 １．企業名及び所在地、２．経営組織及び資本金額、３．本社・支社別、
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４．フランチャイズ、５．年間売上高、６．年間取扱件数、７．年間営業費

用及び年間営業用固定資産取得額、８．従業者数 

※ 

【調査票名】 １４－映画館調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げる小分

類８０１ー映画館を営む事業所 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調

査結果名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６９９ （配布）郵送、調査員、オンライン （取

集）郵送、調査員、オンライン （記入）自計 （把握時）毎年１１月１日

現在 （系統）調査員調査：経済産業省－都道府県－調査員－報告者、郵送

調査（一括調査企業）：経済産業省－報告者 ※いずれの場合もオンライン

による報告が可能 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査事業所：調査年の１１月３０日、一括調

査企業：調査年の１２月１５日 

【調査事項】 １．事業所名及び所在地、２．経営組織及び資本金額、３．本社・支社別、

４．年間売上高、５．入場者数及び公開本数、６．施設、７．系列・立地環

境等、８．年間営業用固定資産取得額、９．従業者数 

※ 

【調査票名】 １５－興行場、興行団調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げる小分

類８０２ー興行場（別掲を除く）、興行団を営む事業所 （抽出枠）平成１

８年事業所・企業統計調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０４５／２，４２５ （配布）郵送、

調査員、オンライン （取集）郵送、調査員、オンライン （記入）自計 （把

握時）毎月１１月１日現在 （系統）調査員調査：経済産業省－都道府県－

調査員－報告者、郵送調査（一括調査企業）：経済産業省－報告者 ※いず

れの場合もオンラインによる報告が可能 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査事業所：調査年の１１月３０日、一括調

査企業：調査年の１２月１５日 

【調査事項】 １．事業所名及び所在地、２．経営組織及び資本金額、３．本社・支社別、

４．事業の形態等、５．年間売上高等、６．年間営業費用及び年間営業用固

定資産取得額、７．従業者数 

※ 

【調査票名】 １６－スポーツ施設提供業調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げる小分

類８０４－スポーツ施設提供業を営む事業所 （抽出枠）平成１８年事業
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所・企業統計調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，８０３／１１，７８１ （配布）郵

送、調査員、オンライン （取集）郵送、調査員、オンライン （記入）自

計 （把握時）毎年１１月１日現在 （系統）調査員調査：経済産業省－都

道府県－調査員－報告者、郵送調査（一括調査企業）：経済産業省－報告者

※いずれの場合もオンラインによる報告が可能 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査事業所：調査年の１１月３０日、一括調

査企業：調査年の１２月１５日 

【調査事項】 １．事業所名及び所在地、２．経営組織及び資本金額、３．本社・支社別、

４．フランチャイズ、５．事業の形態等、６．年間売上高、７．施設キャパ

シティ、年間営業日数、年間利用者数等、８．年間営業費用及び年間営業用

固定資産取得額、９．従業者数 

※ 

【調査票名】 １７－公園、遊園地・テーマパーク調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げる小分

類８０５－公園、遊園地を営む事業所 （抽出枠）平成１８年事業所・企業

統計調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）９３７ （配布）郵送、調査員、オンライン （取

集）郵送、調査員、オンライン （記入）自計 （把握時）毎年１１月１日

現在 （系統）調査員調査：経済産業省－都道府県－調査員－報告者、郵送

調査（一括調査企業）：経済産業省－報告者 ※いずれの場合もオンライン

による報告が可能 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査事業所：調査年の１１月３０日、一括調

査企業：調査年の１２月１５日 

【調査事項】 １．事業所名及び所在地、２．経営組織及び資本金額、３．本社・支社別、

４．年間売上高、５．総敷地面積、駐車場の台数及び保有施設、６．入場者

数及び年間入場者数等、７．年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額、

８．従業者数 

※ 

【調査票名】 １８－学習塾調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げる小分

類８２３－学習塾を営む事業所 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調

査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，９４４／５１，６２５ （配布）郵

送、調査員、オンライン （取集）郵送、調査員、オンライン （記入）自

計 （把握時）毎年１１月１日現在 （系統）調査員調査：経済産業省－都
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道府県－調査員－報告者、郵送調査（一括調査企業）：経済産業省－報告者

※いずれの場合もオンラインによる報告が可能 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査事業所：調査年の１１月３０日、一括調

査企業：調査年の１２月１５日 

【調査事項】 １．事業所名及び所在地、２．経営組織及び資本金額、３．本社・支社別、

４．フランチャイズ、５．年間売上高、６．講座数、受講生数等、７．入会

金・講座単価等、８．インターネットを利用した指導方法の採用の有無、９．

年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額、１０．従業者数 

※ 

【調査票名】 １９－教養・技能教授業調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げる小分

類８２４－教養・技能教授業を営む事業所 （抽出枠）平成１８年事業所・

企業統計調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，２５６／８９，８７３ （配布）郵

送、調査員、オンライン （取集）郵送、調査員、オンライン （記入）自

計 （把握時）毎年１１月１日現在 （系統）調査員調査：経済産業省－都

道府県－調査員－報告者、郵送調査（一括調査企業）：経済産業省－報告者

※いずれの場合もオンラインによる報告が可能 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査事業所：調査年の１１月３０日、一括調

査企業：調査年の１２月１５日 

【調査事項】 １．事業所名及び所在地、２．経営組織及び資本金額、３．本社・支社別、

４．フランチャイズ、５．年間売上高、６．講座数、受講者数等、７．受講

料及び入会金等、８．前受金、９．教室・施設の床面積、１０．年間営業費

用及び年間営業用固定資産取得額、１１．従業者数 
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○一般統計調査の承認 

【調査名】 看護師等学校養成所入学状況及び卒業生就業状況調査（平成２２年

承認） 

【承認年月日】 平成２２年７月２日 

【実施機関】 厚生労働省医政局看護課 

【目 的】 保健師、助産師、看護師及び准看護師学校養成所の入学状況並びに卒業生の

就業状況等を把握し、看護行政上の基礎資料として活用する。 

【沿 革】 本調査は、昭和３５年から開始され、その後毎年実施されている。 

【調査の構成】 １－保健師学校養成所入学状況調査票 ２－助産師学校養成所入学状況

調査票 ３－３年課程看護師学校養成所入学状況調査票 ４－２年課程看

護師学校養成所入学状況調査票 ５－准看護師学校養成所入学状況調査票 

６－看護師等学校入学状況調査票（看護大学・短期大学） ７－保健師課

程選択者調査票 ８－助産師課程選択者調査票 ９－高等学校・高等学校

専攻科５年一貫教育校入学状況調査票 １０－保健師学校養成所卒業生就

業状況調査票 １１－助産師学校養成所卒業生就業状況調査票 １２－３

年課程看護師学校養成所卒業生就業状況調査票 １３－２年課程看護師学

校養成所卒業生就業状況調査票 １４－准看護師学校養成所卒業生就業状

況調査票 １５－看護師等学校卒業生就業状況調査票（看護大学・短期大

学） １６－高等学校・高等学校専攻科５年一貫教育校卒業生就業状況調

査票 

【公 表】 インターネット（調査実施年の１０月） 

※ 

【調査票名】 １－保健師学校養成所入学状況調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校養成所 （属性）保健師学校養成所（大学院、

大学及び短期大学専攻科を含む。） （抽出枠）前回の調査結果から作成し

た名簿を、最近１年間の新設等に係る情報（地方厚生局、文部科学省及び都

道府県から収集）で補正 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３３ （配布）オンライン （取集）オンライ

ン （記入）自計 （把握時）毎年４月１日現在 （系統）厚生労働省－地

方厚生局－都道府県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年７月下旬～８月末日 

【調査事項】 １．学校の属性事項、２．応募・受験及び合格者数、３．入学者数（１）

総数、（２）年齢別、（３）一般教育学歴別、（４）専門学歴別、（５）業務歴

別 

※ 

【調査票名】 ２－助産師学校養成所入学状況調査票 
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【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校養成所 （属性）助産師学校養成所（大学院、

大学及び短期大学専攻科を含む。） （抽出枠）前回の調査結果から作成し

た名簿を、最近１年間の新設等に係る情報（地方厚生局、文部科学省及び都

道府県から収集）で補正 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）７０ （配布）オンライン （取集）オンライ

ン （記入）自計 （把握時）毎年４月１日現在 （系統）厚生労働省－地

方厚生局－都道府県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年７月下旬～８月末日 

【調査事項】 １．学校の属性事項、２．応募・受験及び合格者数、３．入学者数（１）

総数、（２）年齢別、（３）一般教育学歴別、（４）専門学歴別、（５）業務歴

別 

※ 

【調査票名】 ３－３年課程看護師学校養成所入学状況調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校養成所 （属性）看護師学校養成所３年課程 

（抽出枠）前回の調査結果から作成した名簿を、最近１年間の新設等に係る

情報（地方厚生局、文部科学省及び都道府県から収集）で補正 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５０５ （配布）オンライン （取集）オンラ

イン （記入）自計 （把握時）毎年４月１日現在 （系統）厚生労働省－

地方厚生局－都道府県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年７月下旬～８月末日 

【調査事項】 １．学校の属性事項、２．応募・受験及び合格者数、３．入学者数（１）

総数、（２）年齢別、（３）一般教育学歴別 

※ 

【調査票名】 ４－２年課程看護師学校養成所入学状況調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校養成所 （属性）看護師学校養成所２年課程

（短期大学及び高等学校専攻科を含む。） （抽出枠）前回の調査結果から

作成した名簿を、最近１年間の新設等に係る情報（地方厚生局、文部科学省

及び都道府県から収集）で補正 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２２９ （配布）オンライン （取集）オンラ

イン （記入）自計 （把握時）毎年４月１日現在 （系統）厚生労働省－

地方厚生局－都道府県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年７月下旬～８月末日 

【調査事項】 １．学校の属性事項、２．応募・受験及び合格者数、３．入学者数（１）

総数、（２）年齢別、（３）一般教育学歴別、（４）業務歴別 

※ 

【調査票名】 ５－准看護師学校養成所入学状況調査票 
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【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校養成所 （属性）准看護師学校養成所（高等

学校衛生看護科を含む。） （抽出枠）前回の調査結果から作成した名簿を、

最近１年間の新設等に係る情報（地方厚生局、文部科学省及び都道府県から

収集）で補正 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２６５ （配布）オンライン （取集）オンラ

イン （記入）自計 （把握時）毎年４月１日現在 （系統）厚生労働省－

地方厚生局－都道府県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年７月下旬～８月末日 

【調査事項】 １．学校の属性事項、２．応募・受験及び合格者数、３．入学者数（１）

総数、（２）年齢別、（３）一般教育学歴別 

※ 

【調査票名】 ６－看護師等学校入学状況調査票（看護大学・短期大学） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）看護大学、看護短期大学 （抽出

枠）前回の調査結果から作成した名簿を、最近１年間の新設等に係る情報（地

方厚生局、文部科学省及び都道府県から収集）で補正 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２１６ （配布）オンライン （取集）オンラ

イン （記入）自計 （把握時）毎年４月１日現在 （系統）厚生労働省－

地方厚生局－都道府県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年７月下旬～８月末日 

【調査事項】 １．学校の属性事項、２．応募・受験及び合格者数、３．入学者数（１）

総数、（２）年齢別、（３）一般教育学歴別、（４）業務歴別 

※ 

【調査票名】 ７－保健師課程選択者調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）看護大学 （抽出枠）前回の調査

結果から作成した名簿を、最近１年間の新設等に係る情報（地方厚生局、文

部科学省及び都道府県から収集）で補正 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１８２ （配布）オンライン （取集）オンラ

イン （記入）自計 （把握時）毎年４月１日現在 （系統）厚生労働省－

地方厚生局－都道府県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年７月下旬～８月末日 

【調査事項】 １．選択者数（１）総数、（２）年齢別、（３）一般教育学歴別、２．入学

者数（１）専門学歴別、（２）業務歴別 

※ 

【調査票名】 ８－助産師課程選択者調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）看護大学 （抽出枠）前回の調査

結果から作成した名簿を、最近１年間の新設等に係る情報（地方厚生局、文
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部科学省及び都道府県から収集）で補正 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１０４ （配布）オンライン （取集）オンラ

イン （記入）自計 （把握時）毎年４月１日現在 （系統）厚生労働省－

地方厚生局－都道府県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年７月下旬～８月末日 

【調査事項】 １．選択者数（１）総数、（２）年齢別、（３）一般教育学歴別、２．入学

者数（１）専門学歴別、（２）業務歴別 

※ 

【調査票名】 ９－高等学校・高等学校専攻科５年一貫教育校入学状況調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）高等学校・高等学校専攻科一貫教

育校 （抽出枠）前回の調査結果から作成した名簿を、最近１年間の新設等

に係る情報（地方厚生局、文部科学省及び都道府県から収集）で補正 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）７３ （配布）オンライン （取集）オンライ

ン （記入）自計 （把握時）毎年４月１日現在 （系統）厚生労働省－地

方厚生局－都道府県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年７月下旬～８月末日 

【調査事項】 １．学校の属性事項、２．応募・受験及び合格者数、３．入学者数（１）

総数、（２）年齢別、（３）一般教育学歴別 

※ 

【調査票名】 １０－保健師学校養成所卒業生就業状況調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校養成所 （属性）保健師学校養成所（大学、

短期大学専攻科を含む。）、看護大学 （抽出枠）前回の調査結果から作成し

た名簿を、最近１年間の新設等に係る情報（地方厚生局、文部科学省及び都

道府県から収集）で補正 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２１５ （配布）オンライン （取集）オンラ

イン （記入）自計 （把握時）毎年３月卒業１か月後現在 （系統）厚生

労働省－地方厚生局－都道府県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年７月下旬～８月末日 

【調査事項】 １．募集変更、２．卒業者数（入学時から卒業に至るまでの変動）、３．

卒業者の内訳（１）卒業後の就業地別、（２）卒業後の就業・就学の状況別 

※ 

【調査票名】 １１－助産師学校養成所卒業生就業状況調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校養成所 （属性）助産師学校養成所（大学院、

大学及び短期大学専攻科を含む。）、看護大学 （抽出枠）前回の調査結果か

ら作成した名簿を、最近１年間の新設等に係る情報（地方厚生局、文部科学

省及び都道府県から収集）で補正 
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【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１７４ （配布）オンライン （取集）オンラ

イン （記入）自計 （把握時）毎年３月卒業１か月後現在 （系統）厚生

労働省－地方厚生局－都道府県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年７月下旬～８月末日 

【調査事項】 １．募集変更、２．卒業者数（入学時から卒業に至るまでの変動）、３．

卒業者の内訳（１）卒業後の就業地別、（２）卒業後の就業・就学の状況別 

※ 

【調査票名】 １２－３年課程看護師学校養成所卒業生就業状況調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校養成所 （属性）看護師学校養成所３年課程 

（抽出枠）前回の調査結果から作成した名簿を、最近１年間の新設等に係る

情報（地方厚生局、文部科学省及び都道府県から収集）で補正 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５０５ （配布）オンライン （取集）オンラ

イン （記入）自計 （把握時）毎年３月卒業１か月後現在 （系統）厚生

労働省－地方厚生局－都道府県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年７月下旬～８月末日 

【調査事項】 １．募集変更、２．卒業者数（入学時から卒業に至るまでの変動）、３．

卒業者の内訳（１）卒業後の就業地別、（２）卒業後の就業・就学の状況別 

※ 

【調査票名】 １３－２年課程看護師学校養成所卒業生就業状況調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校養成所 （属性）看護師学校養成所２年課程

（短期大学及び高等学校専攻科を含む。） （抽出枠）前回の調査結果から

作成した名簿を、最近１年間の新設等に係る情報（地方厚生局、文部科学省

及び都道府県から収集）で補正 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２２９ （配布）オンライン （取集）オンラ

イン （記入）自計 （把握時）毎年３月卒業１か月後現在 （系統）厚生

労働省－地方厚生局－都道府県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年７月下旬～８月末日 

【調査事項】 １．募集変更、２．卒業者数（入学時から卒業に至るまでの変動）、３．

卒業者の内訳（１）卒業後の就業地別、（２）卒業後の就業・就学の状況別 

※ 

【調査票名】 １４－准看護師学校養成所卒業生就業状況調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校養成所 （属性）准看護師学校養成所（高等

学校衛生看護科を含む。） （抽出枠）前回の調査結果から作成した名簿を、

最近１年間の新設等に係る情報（地方厚生局、文部科学省及び都道府県から

収集）で補正 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２６５ （配布）オンライン （取集）オンラ
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イン （記入）自計 （把握時）毎年３月卒業１か月後現在 （系統）厚生

労働省－地方厚生局－都道府県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年７月下旬～８月末日 

【調査事項】 １．募集変更、２．卒業者数（入学時から卒業に至るまでの変動）、３．

卒業者の内訳（１）卒業後の就業地別、（２）卒業後の就業・就学の状況別 

※ 

【調査票名】 １５－看護師等学校卒業生就業状況調査票（看護大学・短期大学） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）看護大学、看護短期大学 （抽出

枠）前回の調査結果から作成した名簿を、最近１年間の新設等に係る情報（地

方厚生局、文部科学省及び都道府県から収集）で補正 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２１６ （配布）オンライン （取集）オンラ

イン （記入）自計 （把握時）毎年３月卒業１か月後現在 （系統）厚生

労働省－地方厚生局－都道府県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年７月下旬～８月末日 

【調査事項】 １．募集変更、２．卒業者数（入学時から卒業に至るまでの変動）、３．

卒業者の内訳（１）卒業後の就業地別、（２）卒業後の就業・就学の状況別 

※ 

【調査票名】 １６－高等学校・高等学校専攻科５年一貫教育校卒業生就業状況調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）高等学校、高等学校専攻科一貫教

育校 （抽出枠）前回の調査結果から作成した名簿を、最近１年間の新設等

に係る情報（地方厚生局、文部科学省及び都道府県から収集）で補正 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）７３ （配布）オンライン （取集）オンライ

ン （記入）自計 （把握時）毎年３月卒業１か月後現在 （系統）厚生労

働省－地方厚生局－都道府県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年７月下旬～８月末日 

【調査事項】 １．募集変更、２．卒業者数（入学時から卒業に至るまでの変動）、３．

卒業者の内訳（１）卒業後の就業地別、（２）卒業後の就業・就学の状況別
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【調査名】 旅行・観光消費動向調査（平成２２年承認） 

【承認年月日】 平成２２年７月２日 

【実施機関】 国土交通省観光庁参事官（観光経済担当） 

【目 的】 我が国における旅行・観光消費額を把握することにより、旅行・観光消費の

経済波及効果の推計及び分析や、我が国の観光政策の企画・立案のための基礎資

料作成等に資することを目的とする。 

【沿 革】 本調査は、平成１５年度以降毎年、四半期周期で実施している。 

【調査の構成】 １－旅行・観光消費動向調査調査票 

【公 表】 インターネット及び印刷物（四半期報告：調査実施期間の６か月後、年間報

告：調査実施年の翌年の６月末） 

【備 考】 今回の変更は、報告者数の拡充及び調査事項の変更（追加等）。 

※ 

【調査票名】 １－旅行・観光消費動向調査調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）住民基本台帳に記載された日本国

民 （抽出枠）住民基本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２５，０００／１２７，１００，０００ 

（配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年１月～６月、

７月～１２月、４月～９月、１０月～３月 （系統）国土交通省－民間事業

者－報告者 

【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）３か月（調査実施期間は６か月であるが、

四半期ごとに分割して調査を実施） 

【調査事項】 １．年齢、２．性別、３．期間を指定する過去６か月の間の旅行の種類・

目的・回数・時期、４．国内宿泊旅行（帰宅日、宿泊数、目的地、交通手段、

旅行者数、宿泊施設、旅行目的、旅行前後の支出、パック・団体旅行の参加

費、旅行中の支出）、５．国内日帰り旅行（実施日、目的地、交通手段、旅

行者数、旅行目的、旅行前後の支出、パック・団体旅行の参加費、旅行中の

支出）、６．国内出張・業務旅行（出張の種類、兼観光・兼規制の有無、帰

宅日、宿泊者数又は所要時間、目的地、交通手段、宿泊施設、出張前後の支

出、パック・団体出張の参加費、出張中の支出）、７．海外旅行（帰宅日、

旅行日数、目的地、出国空港、出国時の交通手段、日本国内で利用した交通

手段、旅行目的、旅行者数、旅行前後の支出、パック・団体旅行の参加費、

出発後出国までと帰国後帰宅までの行動（日本国内）及び現地での行動（海

外））  
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【調査名】 平成２２年就業形態の多様化に関する総合実態調査（平成２２年承

認） 

【承認年月日】 平成２２年７月７日 

【実施機関】 厚生労働省大臣官房統計情報部雇用統計課 

【目 的】 近年、パートタイム労働者、派遣労働者など正社員以外の就業形態で雇用さ

れる労働者が増加している。こうした正社員以外の就業形態は、経済情勢が悪化

する中では雇用が不安定になるなど、社会的な問題となることも少なくない。 

このため、厚生労働省では、厳しい雇用情勢下において、正社員以外の就業形

態で雇用される労働者の雇用・生活の安定や就業環境の整備に取り組むこととし

ている。特に非正規労働者への総合的対策を講じるに当たっては、基礎データと

してそれぞれの雇用形態ごとの実態を経年変化も含めて的確に把握しておく必

要がある。 

また、事業所側、労働者側それぞれにおいて、多様な就業形態に対する意識に

どのような変化がみられているかを把握することも重要である。 

そこで、本調査では、正社員及び正社員以外の労働者のそれぞれの就業形態に

ついて、事業所側、労働者側の双方から意識的な面を含めて把握することで、多

様な就業形態に関する諸問題に的確に対応した雇用政策の推進等に資すること

を目的として調査を実施する。 

【沿 革】 本調査は、昭和６２年に「就業形態の多様化に関する実態調査」として開始

した。 

平成６年に調査の名称を「就業形態の多様化に関する総合実態調査」に変更し、

現在に至っている。 

また、平成２２年から調査員調査から郵送調査に変更した。 

【調査の構成】 １－平成２２年就業形態の多様化に関する総合実態調査（事業所票） ２

－平成２２年就業形態の多様化に関する総合実態調査（個人票） 

【公 表】 インターネット及び印刷物（概要：平成２３年８月、詳細：平成２４年３月） 

【備 考】 今回の変更は、調査事項の一部変更。 

※ 

【調査票名】 １－平成２２年就業形態の多様化に関する総合実態調査（事業所票） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に基づく次の

産業に属し、常用労働者を５人以上雇用している民営事業所。「鉱業，採石

業，砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情

報通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売業，小売業」、「金融業，保険業」、「不

動産業，物品賃貸業」、「学術研究，専門・技術サービス業」、「宿泊業，飲食

サービス業」、「生活関連サービス業，娯楽業」（家事サービス業を除く。）、「教

育，学習支援業」、「医療，福祉」、「複合サービス事業」、「サービス業（他に
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分類されないもの）」（外国公務を除く。） （抽出枠）平成１８年事業所・

企業統計調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１７，０００／１，７３０，０００ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２２年１０月１日

現在 （系統）厚生労働省－報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期 （実施期日）平成２２年９月２４日～１０月１５日 

【調査事項】 １．事業所の属性（１）事業所の常用労働者数、事業所が属する企業規模、

事業所の形態、（２）労働者派遣事業の有無、派遣労働者数、（３）就業形態・

性別労働者数、（４）請負労働者の有無、請負労働者数、（５）物の製造を行

っている請負労働者の有無、請負労働者数、２．労働者比率の変化（１）３

年前と比較した正社員以外の労働者比率の変化、比率が上昇した就業形態、

（２）正社員以外の労働者比率の変化の予測、今後上昇すると思われる就業

形態、３．正社員以外の労働者を活用する理由、４．正社員以外の労働者の

活用上の問題点、５．就業形態別各種制度の適用状況 

※ 

【調査票名】 ２－平成２２年就業形態の多様化に関する総合実態調査（個人票） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）日本標準産業分類に基づく次の産

業に属し、常用労働者を５人以上雇用している民営事業所において就業して

いる労働者。「鉱業，採石業，砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・

ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売業，小売

業」、「金融業，保険業」、「不動産業，物品賃貸業」、「学術研究，専門・技術

サービス業」、「宿泊業，飲食サービス業」、「生活関連サービス業，娯楽業」

（家事サービス業を除く。）、「教育，学習支援業」、「医療，福祉」、「複合サ

ービス事業」、「サービス業（他に分類されないもの）」（外国公務を除く。） 

（抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６０，０００／４１，０５０，０００ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２２年１０月１日

現在 （系統）配布：厚生労働省－民間事業者－調査対象事業所－報告者、 

回収：報告者－厚生労働省 

【周期・期日】 （周期）不定期 （実施期日）平成２２年１０月８日～１１月３０日 

【調査事項】 １．個人の属性（１）性、年齢階級、（２）在学の有無、最終学歴、（３）

同居の有無、同居家族の続柄、末子の年齢階級、（４）主な収入源、２．就

業の実態について（１）現在の就業形態、（２）在籍期間、（３）雇用契約期

間の定めの有無、雇用契約期間、（４）現在の職種、（５）正社員以外の労働

者の現在の就業形態を選択した理由、（６）今後の働き方、今後の就業形態

に対する希望、（７）正社員になりたい理由、３．賃金等について（１）賃
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金額を算定する際の基礎となる給与形態（２）平成２２年９月の賃金総額（賃

金階級）、（３）現在の実労働時間数（時間数階級）、実労働時間数に対する

希望、希望する実労働時間数（時間数階級）、４．各種制度、満足度につい

て（１）現在の会社における各種制度の適用状況、適用希望状況、（２）現

在の職場での満足度  
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【調査名】 介護事業実態調査（平成２２年承認） 

【承認年月日】 平成２２年７月７日 

【実施機関】 厚生労働省老健局老人保健課 

【目 的】 本調査は、介護報酬改定のための基礎資料を収集する一環として行うもので

あり、介護事業経営概況調査及び介護従事者処遇状況等調査により構成される。 

介護事業経営概況調査は、介護保険制度における各種介護サービスを提供する

施設及び事業所の収支状況等を把握し、おおむね３年ごとに実施される介護報酬

の改定に向け、介護報酬改定の骨格案を検討するための基礎資料を収集すること

を目的とする。 

介護従事者処遇状況等調査は、平成２１年１０月から介護職員の処遇改善を目

的とした介護職員処遇改善交付金の交付が開始されたことから、交付金が介護従

事者の処遇へどのように影響を与えているかを把握することを目的とする。 

【沿 革】 平成２２年に、「介護事業経営概況調査」（平成１３年から実施）と「介護従

事者処遇状況等調査」（平成２１年に一回限りで実施）が統合され、名称が「介

護事業実態調査」に変更された。 

【調査の構成】 １－介護事業経営概況調査 調査票 ２－介護従事者処遇状況等調査 

介護老人福祉施設票 ３－介護従事者処遇状況等調査 介護老人保健施設

票 ４－介護従事者処遇状況等調査 介護療養型医療施設票 ５－介護従

事者処遇状況等調査 訪問介護事業所票 ６－介護従事者処遇状況等調査 

通所介護事業所票 ７－介護従事者処遇状況等調査 認知症対応型共同介

護事業所票 ８－介護従事者処遇状況等調査 居宅介護支援事業所票 

【公 表】 インターネット及び印刷物（概況：平成２２年１２月、詳細：平成２３年４

月） 

【備 考】 今回の変更は、すべての調査票に係る調査事項の削減・一部変更、報告者数

の増加、報告を求める基準となる期日・期間の変更、調査期間の前倒し及び公表

の早期化。 

※ 

【調査票名】 １－介護事業経営概況調査 調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）施設及び事業所 （属性）介護老人福祉施設、介

護老人保健施設、介護療養型医療施設、訪問介護事業所、訪問入浴介護事業

所、訪問看護ステーション、訪問リハビリテーション事業所、通所介護事業

所、通所リハビリテーション事業所、短期入所生活介護事業所、特定施設入

居者生活介護事業所、居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所、夜間対応

型訪問介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、認知症対応型共同生活介

護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、地域密着型特定施設入居者生活

介護事業所、地域密着型介護老人福祉施設 （抽出枠）介護サービス施設・
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事業所の名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１０，０７０／１４２，７７６ （配布）

郵送 （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２１年９

月末日現在（項目によっては、平成２１年度１年間の実績等） （系統）厚

生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２２年７月１日～７月３１日 

【調査事項】 １．収入の状況、２．支出の状況、３．資産・負債の状況 等 

※ 

【調査票名】 ２－介護従事者処遇状況等調査 介護老人福祉施設票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）施設 （属性）介護老人福祉施設 （抽出枠）介

護サービス施設の名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５３７／６，１４６ （配布）郵送 

（取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２２年６月末日

現在（項目によっては、平成２２年６月１か月間の実績等） （系統）厚生

労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２２年７月１日～７月３１日 

【調査事項】 １．給与等の引き上げ状況、２．介護従事者の処遇状況、３．個別の従事

者の勤務形態、４．労働時間、５．資格の取得状況、６．基本給額 等 

※ 

【調査票名】 ３－介護従事者処遇状況等調査 介護老人保健施設票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）施設 （属性）介護老人保健施設 （抽出枠）介

護サービス施設の名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９０７／３，６２８ （配布）郵送 （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２２年６月末日現在

（項目によっては、平成２２年６月１か月間の実績等） （系統）厚生労働

省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２２年７月１日～７月３１日 

【調査事項】 １．給与等の引き上げ状況、２．介護従事者の処遇状況、３．個別の従事

者の勤務形態、４．労働時間、５．資格の取得状況、６．基本給額 等 

※ 

【調査票名】 ４－介護従事者処遇状況等調査 介護療養型医療施設票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）施設 （属性）介護療養型医療施設 （抽出枠）

介護サービス施設の名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５２７／２，１０８ （配布）郵送 （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２２年６月末日現在

（項目によっては、平成２２年６月１か月間の実績等） （系統）厚生労働
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省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２２年７月１日～７月３１日 

【調査事項】 １．給与等の引き上げ状況、２．介護従事者の処遇状況、３．個別の従事

者の勤務形態、４．労働時間、５．資格の取得状況、６．基本給額 等 

※ 

【調査票名】 ５－介護従事者処遇状況等調査 訪問介護事業所票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）訪問介護事業所 （抽出枠）介

護サービス事業所の名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２６９／２５，３７８ （配布）郵

送 （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２２年６月

末日現在（項目によっては、平成２２年６月１か月間の実績等） （系統）

厚生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２２年７月１日～７月３１日 

【調査事項】 １．給与等の引き上げ状況、２．介護従事者の処遇状況、３．個別の従事

者の勤務形態、４．労働時間、５．資格の取得状況、６．基本給額 等 

※ 

【調査票名】 ６－介護従事者処遇状況等調査 通所介護事業所票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）通所介護事業所 （抽出枠）介

護サービス事業所の名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２２０／２４，３９２ （配布）郵

送 （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２２年６月

末日現在（項目によっては、平成２２年６月１か月間の実績等） （系統）

厚生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２２年７月１日～７月３１日 

【調査事項】 １．給与等の引き上げ状況、２．介護従事者の処遇状況、３．個別の従事

者の勤務形態、４．労働時間、５．資格の取得状況、６．基本給額 等 

※ 

【調査票名】 ７－介護従事者処遇状況等調査 認知症対応型共同介護事業所票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）認知症対応型共同介護事業所 （抽

出枠）介護サービス事業所の名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９８９／９，８８６ （配布）郵送 （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２２年６月末日現在

（項目によっては、平成２２年６月１か月間の実績等） （系統）厚生労働

省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２２年７月１日～７月３１日 

【調査事項】 １．給与等の引き上げ状況、２．介護従事者の処遇状況、３．個別の従事
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者の勤務形態、４．労働時間、５．資格の取得状況、６．基本給額 等 

※ 

【調査票名】 ８－介護従事者処遇状況等調査 居宅介護支援事業所票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）居宅介護支援事業所 （抽出枠）

介護サービス事業所の名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５５２／３１，０３７ （配布）郵

送 （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２２年６月

末日現在（項目によっては、平成２２年６月１か月間の実績等） （系統）

厚生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２２年７月１日～７月３１日 

【調査事項】 １．給与等の引き上げ状況、２．介護従事者の処遇状況、３．個別の従事

者の勤務形態、４．労働時間、５．資格の取得状況、６．基本給額 等 
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【調査名】 産業廃棄物排出・処理状況調査（平成２２年承認） 

【承認年月日】 平成２２年７月８日 

【実施機関】 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課 

【目 的】 産業廃棄物の排出及び処理の状況を把握し、今後の産業廃棄物処理行政の対

策推進における基礎資料とすることを目的とする。 

【沿 革】 本調査は、従前、厚生省が調査を実施していたが、平成１３年１月の中央省

庁等改革基本法に基づく所掌事務移管により、環境省が調査を行うこととなった。 

調査の周期については、昭和５０年度から５年周期で実施していたが、平成２

年度から毎年実施されている。 

なお、本調査は、旧統計法下では「届出統計調査」として扱われてきたが、統

計法の全部改正により、一般統計調査として扱われることになった。 

【調査の構成】 １－調査状況票 ２－産業廃棄物業種別・種類別排出量調査票 ３－産

業廃棄物排出・処理状況調査票 ４－その他補足調査票 

【公 表】 インターネット及び印刷物（調査実施の前々年度分（確定値）は調査実施年

度の１０月頃、調査実施の前年度分（速報値）は調査実施年度の１２月頃） 

【備 考】 今回の変更は、基準となる期間について従前の調査実施の前々年度分に調査

実施の前年度分を追加等。 

※ 

【調査票名】 １－調査状況票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県 （抽出枠）４

７都道府県（ただし、調査基準年度の産業廃棄物の排出及び処理の状況に係

る調査を実施していない都道府県については、調査票の記入を求めない。） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４７ （配布）郵送 （取集）郵送・オンライ

ン （記入）自計 （把握時）調査実施の前々年度（４月１日～３月３１日）、

調査実施の前年度（４月１日～３月３１日） （系統）環境省－民間事業者

－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査実施の前々年度分：７月～８月末日、調

査実施の前年度分：７月～１１月中旬 

【調査事項】 １．調査状況（連絡先及び担当者、調査実施概要）、２．産業廃棄物排出

状況の調査方法（業種ごと）、３．産業廃棄物処理状況の調査方法、処理量

の推計方法、４．調査実施状況（業種ごとの対象事業所数、活動量指標等） 

※ 

【調査票名】 ２－産業廃棄物業種別・種類別排出量調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県 （抽出枠）４

７都道府県（ただし、調査基準年度の産業廃棄物の排出及び処理の状況に係

る調査を実施していない都道府県については、調査票の記入を求めない。） 
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【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４７ （配布）郵送 （取集）郵送・オンライ

ン （記入）自計 （把握時）調査実施の前々年度（４月１日～３月３１日）、

調査実施の前年度（４月１日～３月３１日） （系統）環境省－民間事業者

－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査実施の前々年度分：７月～８月末日、調

査実施の前年度分：７月～１１月中旬 

【調査事項】 １．産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を含む。）業種別・種類別排出量、

２．特別管理産業廃棄物（産業廃棄物全体の内数。）業種別・種類別排出量 

※ 

【調査票名】 ３－産業廃棄物排出・処理状況調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県 （抽出枠）４

７都道府県（ただし、調査基準年度の産業廃棄物の排出及び処理の状況に係

る調査を実施していない都道府県については、調査票の記入を求めない。） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４７ （配布）郵送 （取集）郵送・オンライ

ン （記入）自計 （把握時）調査実施の前々年度（４月１日～３月３１日）、

調査実施の前年度（４月１日～３月３１日） （系統）環境省－民間事業者

－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査実施の前々年度分：７月～８月末日、調

査実施の前年度分：７月～１１月中旬 

【調査事項】 １．産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を含む。）種類別排出・処理量、２．

特別管理産業廃棄物（産業廃棄物全体の内数。）種類別排出・処理量 

※ 

【調査票名】 ４－その他補足調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県 （抽出枠）４

７都道府県（ただし、調査基準年度の産業廃棄物の排出及び処理の状況に係

る調査を実施していない都道府県については、調査票の記入を求めない。） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４７ （配布）郵送 （取集）郵送・オンライ

ン （記入）自計 （把握時）調査実施の前々年度（４月１日～３月３１日）、

調査実施の前年度（４月１日～３月３１日） （系統）環境省－民間事業者

－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）調査実施の前々年度分：７月～８月末

日、調査実施の前年度分：７月～１１月中旬 

【調査事項】 １．動物ふん尿に関する排出・処理量の推計方法等（ただし、その他補足

調査票については、平成２２年度１回限りの調査とする。）  
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【調査名】 民間企業投資・除却調査（平成２２年承認） 

【承認年月日】 平成２２年７月１６日 

【実施機関】 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部国民資産課 

【目 的】 民間企業における新規資産・中古資産の取得としての投資支出及び除却に関

する状況を資産別に調査し、資本ストック統計・生産勘定整備における基礎資料

とすることを目的とする。 

【沿 革】 本調査は、平成１８年から毎年実施されている。 

【調査の構成】 １－民間企業投資・除却調査調査票 

【公 表】 インターネット及び印刷物（調査実施年度の翌年７月） 

【備 考】 今回の変更は、調査結果の公表範囲を一部から全部へ変更。 

※ 

【調査票名】 １－民間企業投資・除却調査調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）資本金３，０００万円以上の企業 

（抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査結果名簿から、資本金１０億円

以上の企業は全数、３，０００万円以上１０億円未満の企業は産業別、資本

金階級別に層化無作為抽出により選出 

【調査方法】 （選定）全数及び無作為抽出 （客体数）３０，０００／１３７，０００ 

（配布）郵送 （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）当該

調査年度の前会計年度（原則として４月～翌年３月まで。ただし、これによ

ることができない場合は、報告者が定める会計年度による。） （系統）内

閣府－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）発送：当該調査年度の１０月第３週、提出期

限：当該調査年度の１１月末日 

【調査事項】 １．貴社の概要（１）法人名（プレプリント）、（２）本社・本店の所在地

（プレプリント）、（３）資本金、（４）主要業種名（プレプリント）、（５）

消費税の経理処理方法、（６）会計年度、２．有形固定資産の取得・改修等

（１）新設取得額（中古品を除く）、（２）中古品取得額、（３）大規模修繕・

改修費用、（４）投資額計、３．ファイナンスリースのみなし取得価額、４．

有形固定資産の除却（売却・廃棄）（１）資産コード、（２）売却・廃棄資産

名（３）取得の時期、（４）新設取得・中古品取得・大規模修繕・改修の別、

（５）取得時の購入額、（６）売却・廃棄の時期、（７）売却・廃棄の別、（８）

売却・廃棄時の販売額  
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【調査名】 医療扶助実態調査（平成２２年承認） 

【承認年月日】 平成２２年７月２０日 

【実施機関】 厚生労働省社会・援護局保護課 

【目 的】 生活保護法による保護を受けている世帯の世帯員に係る医療扶助の診療内容

を把握し、被保護階層に対する医療対策、その他厚生労働行政の企画運営に必要

な基礎資料を得ることを目的とする。 

【沿 革】 生活保護法による被保護者階層に対する医療対策の基礎資料とするため、昭

和２８年から実施され、現在に至っている。 

なお、本調査は、旧統計法下では「届出統計調査」として扱われてきたが、統

計法の全部改正により、一般統計調査として扱われることになった。 

【調査の構成】 １－医療扶助実態調査 調査票（診療報酬明細書） ２－医療扶助実態

調査 調査票（調剤報酬明細書） 

【公 表】 インターネット及び印刷物（調査実施年翌年９月） 

【備 考】 今回の変更は、公表時期の後倒し。 

※ 

【調査票名】 １－医療扶助実態調査 調査票（診療報酬明細書） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）福祉事務所 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，３００ （配布）配布しない（福祉事務所

において、社会保険診療報酬支払基金が６月の１か月間に審査した明細書か

ら写しをとる。） （取集）郵送 （記入）他計 （把握時）毎年６月の１

か月間 （系統）厚生労働省－都道府県・指定都市・中核市－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年１０月１日 

【調査事項】 １．傷病名、２．診療実日数、３．診療行為別点数等 

※ 

【調査票名】 ２－医療扶助実態調査 調査票（調剤報酬明細書） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）福祉事務所 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，３００ （配布）配布しない（福祉事務所

において、社会保険診療報酬支払基金が６月の１か月間に審査した明細書か

ら写しをとる。） （取集）郵送 （記入）他計 （把握時）毎年６月の１

か月間 （系統）厚生労働省－都道府県・指定都市・中核市－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年１０月１日 

【調査事項】 １．受付回数、２．処方調剤、３．調剤点数  
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【調査名】 学校給食実施状況等調査（平成２２年承認） 

【承認年月日】 平成２２年７月２６日 

【実施機関】 文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課 

【目 的】 学校給食の充実に資するため、わが国における学校給食の実施状況、学校給

食費の状況、米飯給食の実施状況等を明らかにし、今後の学校給食及び食に関す

る教育の充実のための施策の企画・立案に必要な基礎データを得ることを目的と

する。 

【沿 革】 文部科学省では、学校給食に関する調査として、①昭和２９年から、公立、

私立の小学校、中学校、夜間定時制高等学校、特殊教育諸学校等における学校給

食の実施状況等を把握するために、「学校給食実施状況調査」（届出統計調査）を、

②昭和３０から、学校給食費の状況等を把握するために、「学校給食費調査」（届

出統計調査）を、③昭和５４年から、米飯給食の実施状況等を把握するために、

「米飯給食実施状況調査」（届出統計調査）を、④平成１６年から、国立大学法

人が設置する国立大学に付属して設置されている小学校、中学校等における学校

給食の実施状況、米飯給食の実施状況等を把握するために、「国立大学附属学校

給食調査」（承認統計調査）を、それぞれ実施してきた。 

平成１８年に、これら別々に実施していた４つの統計調査を「学校給食実施状

況等調査」（承認統計調査）として統合し、以後、毎年実施することとし、現在

に至っている。 

【調査の構成】 １－学校給食実施状況等調査調査票 

【公 表】 インターネット及び印刷物（調査実施翌年の１月） 

【備 考】 今回の変更は、調査事項の一部変更。 

※ 

【調査票名】 １－学校給食実施状況等調査調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体等 （属性）都道府県教育委員会、

都道府県私立学校主管課、市区町村教育委員会、国立大学法人及び学校法人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，０２１ （配布）オンライン （取集）オ

ンライン （記入）自計 （把握時）毎年５月１日現在 （系統）国立学校：

文部科学省－報告者、公立学校：文部科学省－各都道府県教育委員会－報告

者、私立学校：文部科学省－各都道府県私立学校主管課ー報告者、共同調理

場：文部科学省－各都道府県教育委員会－報告者、教育委員会：文部科学省

－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月末日 

【調査事項】 １．学校給食実施状況調査（１）学校給食実施状況、（２）学校給食調理

方式別実施学校数（公立学校のみ：隔年実施）、（３）栄養教諭・学校栄養職

員配置状況（一部公立学校のみ）、（４）学校給食調理員配置状況（公立学校
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のみ）、（５）学校給食業務外部委託状況（公立学校のみ：隔年実施）、２．

学校給食費調査（公立学校のみ）（１）学校給食年間実施予定回数、（２）平

均月額、３．米飯給食実施状況調査（１）自校炊飯、（２）委託炊飯、４．

学校給食における食堂・食器具使用状況調査（数年間隔実施）（１）食堂使

用状況（一部公立学校のみ）、（２）食器具使用状況（公立学校のみ） 
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【調査名】 サービス産業動向調査（平成２２年承認） 

【承認年月日】 平成２２年７月２９日 

【実施機関】 総務省統計局統計調査部経済統計課 

【目 的】 サービス産業の生産・雇用等の動向を月次で把握し、ＧＤＰの四半期別速報

（ＱＥ）を始めとする各種経済指標の精度向上等に資することを目的とする。 

【沿 革】 平成２０年７月から調査を開始。 

【調査の構成】 １－サービス産業動向調査１か月目用調査票 ２－サービス産業動向調

査月次調査票 

【公 表】 インターネット及び印刷物（速報は調査月の翌々月の下旬、確報は調査月の

５か月後の下旬） 

※ 

【調査票名】 １－サービス産業動向調査１か月目用調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）「情報通信業」、「運輸業，郵便

業」、「不動産業，物品賃貸業」、「学術研究，専門・技術サービス業」、「宿泊

業，飲食サービス業」、「生活関連サービス業，娯楽業」、「教育，学習支援業」、

「医療，福祉」、「サービス業（他に分類されないもの）」に属する事業所。

ただし、「７７持ち帰り・配達飲食サービス業」、「７９２家事サービス業」、

「８１学校教育」、「８４１保健所」、「８５２福祉事務所」、「９３政治・経済・

文化団体」、「９４宗教」及び「９６外国公務」に属する事業所を除く。 （抽

出枠）平成１８年事業所・企業統計調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３９，０００／２，８１０，０００ （配

布）郵送・調査員・オンライン （取集）郵送・調査員・オンライン （記

入）自計 （把握時）調査月末 （系統）総務省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）各調査客体の１か月目のみ （実施期日）調査月の翌月２０日 

【調査事項】 １．経営組織及び資本金等の額、２．事業所の主な事業の種類、３．事業

所の月末の事業従業者数及びその内訳、４．事業所の月間売上高（収入額） 

※ 

【調査票名】 ２－サービス産業動向調査月次調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）「情報通信業」、「運輸業，郵便

業」、「不動産業，物品賃貸業」、「学術研究，専門・技術サービス業」、「宿泊

業，飲食サービス業」、「生活関連サービス業，娯楽業」、「教育，学習支援業」、

「医療，福祉」、「サービス業（他に分類されないもの）」に属する事業所。

ただし、「７７持ち帰り・配達飲食サービス業」、「７９２家事サービス業」、

「８１学校教育」、「８４１保健所」、「８５２福祉事務所」、「９３政治・経済・

文化団体」、「９４宗教」及び「９６外国公務」に属する事業所を除く。 （抽

出枠）平成１８年事業所・企業統計調査結果名簿 
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【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３９，０００／２，８１０，０００ （配

布）郵送・調査員・オンライン （取集）郵送・調査員・オンライン （記

入）自計 （把握時）調査月末 （系統）総務省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）毎月（平成２２年１０月分調査以降） （実施期日）調査月の

翌月２０日 

【調査事項】 １．事業所の月末の事業従業者数及びその内訳、２．事業所の月間売上高

（収入額）  
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【調査名】 ２１世紀成年者縦断調査（国民の生活に関する継続調査）（平成２２

年承認） 

【承認年月日】 平成２２年７月２９日 

【実施機関】 厚生労働省大臣官房統計情報部社会統計課 

【目 的】 本調査は、調査対象となった男女の結婚、出産、就業等の実態及び意識の経

年変化の状況を継続的に観察することにより、少子化対策等厚生労働行政施策の

企画立案、実施等のための基礎資料を得ることを目的とする。 

【沿 革】 本調査は、平成１４年から毎年実施されている。 

【調査の構成】 １－女性票 ２－男性票 ３－配偶者票（女性用） ４－配偶者票（男

性用） 

【公 表】 インターネット及び印刷物（概要：調査実施翌々年の３月、詳細：調査実施

翌々年の１２月） 

【備 考】 今回の変更は、調査全体としての調査員調査から郵送調査への変更及びすべ

ての調査票に係る調査事項の一部変更。 

※ 

【調査票名】 １－女性票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）平成１４年１０月末時点で２０歳

から３４歳であった女 （抽出枠）平成１３年国民生活基礎調査の調査地区 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８，０００／６５，０００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年１１月の第一水曜日 （系

統）厚生労働省－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年１０月中旬～１１月中旬 

【調査事項】 １．健康の状況、２．就業の状況、３．現在の就業意欲、４．仕事と子育

ての両立支援制度の利用状況、５．配偶者の有無、６．子供の状況、７．家

計の状況 等 

※ 

【調査票名】 ２－男性票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）平成１４年１０月末時点で２０歳

から３４歳であった男 （抽出枠）平成１３年国民生活基礎調査の調査地区 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）７，１００／６５，０００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年１１月の第一水曜日 （系

統）厚生労働省－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年１０月中旬～１１月中旬 

【調査事項】 １．健康の状況、２．就業の状況、３．現在の就業意欲、４．仕事と子育

ての両立支援制度の利用状況、５．配偶者の有無、６．子供の状況、７．家

計の状況 等 
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※ 

【調査票名】 ３－配偶者票（女性用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）男性票の報告者の配偶者（女性票

の報告者である場合を除く。） （抽出枠）平成１３年国民生活基礎調査の

調査地区 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，６００／６５，０００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年１１月の第一水曜日 （系

統）厚生労働省－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年１０月中旬～１１月中旬 

【調査事項】 １．健康の状況、２．就業の状況、３．仕事と子育ての両立支援制度の利

用状況、４．子供の状況、５．家計の状況 等 

※ 

【調査票名】 ４－配偶者票（男性用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）女性票の報告者の配偶者（男性票

の報告者である場合を除く。） （抽出枠）平成１３年国民生活基礎調査の

調査地区 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，７００／６５，０００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年１１月の第一水曜日 （系

統）厚生労働省－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年１０月中旬～１１月中旬 

【調査事項】 １．健康の状況、２．就業の状況、３．仕事と子育ての両立支援制度の利

用状況、４．子供の状況、５．家計の状況 等  
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【調査名】 乳幼児身体発育調査（平成２２年承認） 

【承認年月日】 平成２２年７月３０日 

【実施機関】 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課 

【目 的】 全国的に乳幼児の身体発育の状態やその関連項目を調査し、我が国の乳幼児

の身体発育値を定めて、乳幼児保健指導の改善に資することを目的とする。 

【沿 革】 本調査は、昭和３５年から１０年周期で実施されている。 

【調査の構成】 １－一般調査票 ２－病院調査票 

【公 表】 インターネット及び印刷物（平成２３年１０月） 

【備 考】 今回の変更は、すべての調査票に係る調査事項の一部変更。 

※ 

【調査票名】 １－一般調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）生後１４日以上２歳未満の乳幼児

及び２歳以上小学校就学前の幼児 （抽出枠）平成１７年国勢調査調査区 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１３，８６０／６，４６４，０００ （配

布）調査員 （取集）調査員 （記入）他計 （把握時）平成２２年９月１

日～９月３０日までの期間中に、保健所の所長が定めた日時点（項目によっ

ては、出生時、妊娠期等） （系統）厚生労働省－都道府県－（保健所設置

市・特別区）－保健所－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）１０年 （実施期日）平成２２年９月１日～９月３０日 

【調査事項】 １．身体計測値、２．運動・言語機能の状況、３．現象及び既往症、４．

栄養等の状況、５．妊娠・出産の状況、６．家庭環境等 

※ 

【調査票名】 ２－病院調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）保健・医療施設 （属性）産科病床を有する病院 

（抽出枠）医療施設基本ファイル 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１５０／１，４６１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２２年９月１日～９月３０日まで

の期間中で、報告者である病院が１か月健診を行った時点（項目によっては

出生時、新生児期等） （系統）厚生労働省－都道府県－報告者 

【周期・期日】 （周期）１０年 （実施期日）平成２２年８月９日～１０月１５日 

【調査事項】 １．出生時の状況、２．母の状況、３．新生児期の発育・栄養の状況、４．

１か月健診時の状態  
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【調査名】 生鮮食料品価格・販売動向調査（平成２２年承認） 

【承認年月日】 平成２２年７月３０日 

【実施機関】 農林水産省大臣官房統計部生産流通消費統計課消費統計室 

【目 的】 生鮮野菜に係る小売段階における国産品（標準品、有機栽培品及び特別栽培

品）、輸入品別の価格及び販売数量の動向を把握することにより国産品及び輸入

品の販売動向を探り、国内の野菜生産を振興するための各種施策に必要な資料を

得ることを目的とする。 

【沿 革】 本調査は、平成１５年から四半期ごとに実施されている。 

【調査の構成】 １－生鮮食料品価格・販売動向調査票 

【公 表】 インターネット及び印刷物（概要：調査票の提出期限の翌月末日（４月、７

月、１０月及び１月のそれぞれ末日）までの各四半期ごと、詳細：年間の結果を

調査実施翌年の７月末日） 

※ 

【調査票名】 １－生鮮食料品価格・販売動向調査票 

【調査対象】 （地域）札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、東京都特別区、横浜市、

川崎市、静岡市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、福岡市及び

北九州市 （単位）事業所 （属性）生鮮野菜を取り扱っているセルフサー

ビス店を営む以下の事業所のうち、ＰＯＳシステムを導入している事業所。

１．百貨店・総合スーパー（日本標準産業分類に掲げる小分類５６１－百貨

店・総合スーパー）、２．各種食料品小売業（日本標準産業分類に掲げる小

分類５８１－各種食料品小売業）で従業者１０人以上、３．野菜・果実小売

業（日本標準産業分類に掲げる小分類５８２－野菜・果実小売業）で従業者

５人以上 （抽出枠）平成１９年商業統計調査 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１３０／３，４１３ （配布）郵送・調

査員・オンライン・ＦＡＸ （取集）郵送・調査員・オンライン・ＦＡＸ （記

入）自計 （把握時）毎月１２日を含む週の木曜日（当日が調査対象の事業

所が定休日である場合は翌日） （系統）農林水産省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）３月、６月、９月及び１２月のそれぞれ

末日（毎月のデータを四半期ごとに記入） 

【調査事項】 生鮮野菜２１品目ごとの販売区分（国産標準品・有機栽培品・特別栽培品・

輸入品）による販売数量及び販売金額 
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○届出統計調査の受理 

（１）新規 

【調査名】 グローバル環境下の企業活動に関する調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年７月２日 

【実施機関】 大阪府商工労働部商工労働総務課 

【目 的】 近年急速に進むグローバル化の進展に関して、国内企業の経営活動の実態を

把握するとともに、環境に対応した企業の成長要因を分析することを目的とする。 

【調査の構成】 １－グローバル環境下の企業活動に関する調査票 

※ 

【調査票名】 １－グローバル環境下の企業活動に関する調査票 

【調査対象】 （地域）大阪府、東京都、愛知県、福岡県の４都府県 （単位）企業 （属

性）平成１８年事業所・企業統計調査結果の産業分類において「建設業」、「製

造業」、「情報通信業」、「運輸業」、「卸売，小売業」、「不動産業」、「飲食店，

宿泊業」、「専門サービス業」、「その他の生活関連サービス業」、「娯楽業」、「機

械等修理業（別掲を除く）」、「物品賃貸業」、「広告業」、「その他の事業サー

ビス業」に該当した会社企業のうち、単独事業所及び本社であり、かつ、親

会社を持たない従業者（常用雇用者）５０人以上１，０００人未満の企業。 

（抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，０００／２７，３８６ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２２年７月１日 （系統）

大阪府－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２２年７月３０日～８月１３日 

【調査事項】 １．企業概要と経営実績、２．販売・調達活動、３．競争環境、４．経営

理念・事業計画・経営戦略、５．立地展開など  
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【調査名】 春季賃上げ及び夏季一時金要求・妥結状況調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年７月５日 

【実施機関】 宮崎県商工観光労働部労働政策課 

【目 的】 宮崎県内民間企業における春季賃上げ及び夏季一時金の要求・妥結状況を調

査することにより、労働行政の基礎資料を得ること。 

【調査の構成】 １－平成２２年 春季賃上げ調査票 ２－平成２２年 夏季一時金調査

票 

※ 

【調査票名】 １－平成２２年 春季賃上げ調査票 

【調査対象】 （地域）宮崎県全域 （単位）労働組合 （属性）労働組合法が適用され

る労働組合 （抽出枠）労働組合基礎調査 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１６６／４３０ （配布）郵送 （取集）

郵送・ＦＡＸ （記入）自計 （把握時）毎年７月３１日現在 （系統）宮

崎県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年７月２４日～８月３１日 

【調査事項】 １．従業員数、２．平均年齢、３．平均勤続年数、４．妥結前平均賃金、

５．春季賃上げの要求内容（１）日付、（２）金額、（３）アップ率、６．春

季賃上げの妥結内容（１）日付、（２）金額、（３）アップ率 

※ 

【調査票名】 ２－平成２２年 夏季一時金調査票 

【調査対象】 （地域）宮崎県全域 （単位）労働組合 （属性）労働組合法が適用され

る労働組合 （抽出枠）労働組合基礎調査 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１６６／４３０ （配布）郵送 （取集）

郵送・ＦＡＸ （記入）自計 （把握時）毎年７月３１日現在 （系統）宮

崎県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年７月２４日～８月３１日 

【調査事項】 １．従業員数、２．平均年齢、３．平均勤続年数、４．妥結前平均賃金、

５．夏季一時金の要求内容（１）日付、（２）金額、（３）月数、６．夏季一

時金の妥結内容（１）日付、（２）金額、（３）月数、７．一時金の年間臨給

方式  
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【調査名】 鳥取県ハートフル駐車場利用証制度アンケート（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年７月６日 

【実施機関】 鳥取県福祉保健部福祉保健課 

【目 的】 平成２１年１０月１日から開始されたハートフル駐車場利用証制度の実施後

の実態について、利用証交付者及び協力施設管理者を対象にアンケート調査を行

い、結果を基に制度の検証を行う。 

【調査の構成】 １－鳥取県ハートフル駐車場利用者証制度利用者アンケート ２－鳥取

県ハートフル駐車場利用者証制度施設管理者アンケート 

※ 

【調査票名】 １－鳥取県ハートフル駐車場利用者証制度利用者アンケート 

【調査対象】 （地域）鳥取県全域 （単位）個人 （属性）平成２２年６月３０日現在

の鳥取県ハートフル駐車場利用証交付者 （抽出枠）鳥取県ハートフル駐車

場利用証交付者台帳 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，６００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）平成２２年７月９日～７月３１日（調査票記入日現在） 

（系統）鳥取県－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２２年７月９日～７月３１日 

【調査事項】 １．利用証交付時の交付の対象事由、２．駐車場利用の状況（現在、過去、

現在と過去の比較）、３．日常生活における移動（外出）時の状況、４．制

度に関する意見・要望 

※ 

【調査票名】 ２－鳥取県ハートフル駐車場利用者証制度施設管理者アンケート 

【調査対象】 （地域）鳥取県全域 （単位）事業所 （属性）平成２２年６月３０日現

在の鳥取県ハートフル駐車場協力施設管理者 （抽出枠）鳥取県ハートフル

駐車場協力施設台帳 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）平成２２年７月９日～７月３１日（調査票記入日現在） （系

統）鳥取県－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２２年７月９日～７月３１日 

【調査事項】 １．協力施設の概要、２．駐車場設置状況、３．駐車場管理の状況（現在、

過去、現在と過去の比較）、４．今後の駐車場管理について、５．制度に関

する意見・要望  
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【調査名】 埼玉県商店街・商店調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年７月８日 

【実施機関】 埼玉県産業労働部商業支援課 

【目 的】 埼玉県が商業支援施策を講じる上で、必要な商店街の基礎データの収集及び

施策の実施効果を把握するために行う。なお、商店街は、小売業者のみに限らず

飲食店やサービス業者などで構成されていることや、商業集積地区内にとどまら

ないことから、商業統計調査の結果のみでは目的を達成できないため、独自に調

査するものである。 

【調査の構成】 １－商店街・商店調査票 

※ 

【調査票名】 １－商店街・商店調査票 

【調査対象】 （地域）埼玉県全域 （単位）事業所 （属性）埼玉県が「黒おび商店街」

として認定した商店街にある商店（計７４商店街） （抽出枠）埼玉県が「黒

おび商店街」として７４認定した商店街にある商店 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６，０００ （配布）県職員が配布 （取集）

県職員が回収 （記入）自計 （把握時）平成２２年６月１日 （系統）埼

玉県－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２２年７月上旬～７月３１日 

【調査事項】 １．事業所の名称・電話番号、２．事業所の所在地、３．商店街・商店会

名、４．経営組織、５．年間売上額、６．従業員数、７．売場面積 
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【調査名】 多様化する就業形態の労働環境実態調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年７月８日 

【実施機関】 長野県商工労働部労働雇用課 

【目 的】 就業形態の違いを通じた所得格差の拡大が指摘されている中、長野県内民営

事業所における正社員・非正社員（パートタイム等正社員以外の労働者）の処遇

に関する実態調査及び非正社員の就業実態を調査することで労働環境の実態を

把握し、今後の労働行政の基礎資料とするため実施する。 

【調査の構成】 １－多様化する就業形態の労働環境実態調査票（事業所調査用） ２－

多様化する就業形態の労働環境実態調査票（個人調査用） 

※ 

【調査票名】 １－多様化する就業形態の労働環境実態調査票（事業所調査用） 

【調査対象】 （地域）長野県全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げ

る大分類「建設業」、「製造業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売業，

小売業」、「金融業，保険業」、「学術研究，専門・技術サービス業」、「宿泊業，

飲食サービス業」、「生活関連サービス業，娯楽業」、「医療，福祉」、「サービ

ス業（他に分類されないもの）」に属し、常用労働者１０人以上を雇用する

民営事業所 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，０００／１１４，５３０ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２２年９月１日現在 （系

統）長野県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期 （実施期日）平成２２年８月下旬～９月１７日 

【調査事項】 １．事業所の概要（１）事業所名、（２）所在地、（３）業種、（４）事業

所全体の社員数、（５）従業員の平均年齢、（６）労働組合の有無、２．就業

形態別性別従業員数、３年前との変化の状況、３．就業形態別所定内実労働

時間、４．非正社員雇用の理由、５．非正社員雇用の課題、６．各種制度の

適用状況（１）雇用保険、（２）退職金制度、（３）正規雇用転換制度等、７．

正社員と同じ仕事の非正社員の待遇、８．正社員への転換制度の有無と実績、

９．雇止め、派遣契約の打ち切りと理由、１０．派遣労働者及び受託業務従

事者の利用、１１．３年後の雇用状況 

※ 

【調査票名】 ２－多様化する就業形態の労働環境実態調査票（個人調査用） 

【調査対象】 （地域）長野県全域 （単位）個人 （属性）日本標準産業分類に掲げる

大分類「建設業」、「製造業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売業，

小売業」、「金融業，保険業」、「学術研究，専門・技術サービス業」、「宿泊業，

飲食サービス業」、「生活関連サービス業，娯楽業」、「医療，福祉」、「サービ

ス業（他に分類されないもの）」に属し、常用労働者１０人以上を雇用する



- 47 - 
 

民営事業所に雇用されている非正社員 （抽出枠）平成１８年事業所・企業

統計調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／２７０，３９０ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２２年１０月１日現在 

（系統）長野県－民間事業者－事業所調査の対象事業所－報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期 （実施期日）平成２２年９月下旬～１０月２２日 

【調査事項】 １．回答者属性（１）性別、（２）年齢階層、（３）配偶者の有無、（４）

年収、（５）勤務先業種、（６）職種、（７）就業形態、（８）組合加入、２．

労働条件、３．直前の職場の就業形態、４．現在の職場の就業形態の選択理

由、５．勤続年数、６．１日の所定労働時間、７．１か月の残業時間、８．

１か月の賃金、９．現在の就業形態への満足度、１０．各制度の利用状況、

１１．能力開発制度、１２．正社員への転換制度、１３．希望する就業形態、

１４．雇用主への要望  
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【調査名】 労働状況実態調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年７月９日 

【実施機関】 川崎市経済労働局労働雇用部 

【目 的】 川崎市内の民間企業・事業所の労働時間、雇用状況を中心とした労働事情を

明らかにし、勤労者福祉の向上及び各事業所の企業活力の増進に資することを目

的とする。 

【調査の構成】 １－労働状況実態調査票 

※ 

【調査票名】 １－労働状況実態調査票 

【調査対象】 （地域）川崎市全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げ

る次の大分類に属する事業所とする。「鉱業，採石業，砂利採取業」、「建設

業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業，

郵便業」、「卸売業，小売業」、「金融業，保険業」、「不動産業，物品賃貸業」、

「学術研究，専門・技術サービス業」、「宿泊業，飲食サービス業」、「生活関

連サービス業，娯楽業」、「教育，学習支援業」、「医療，福祉」、「複合サービ

ス事業」、「サービス業（他に分類されないもの）」（中分類９３政治・経済・

文化団体を除く。） （抽出枠）川崎市事業者名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／３，５００ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年８月１日現在 （系統）川崎

市－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月１日～８月２７日 

【調査事項】 １．事業所の属性（主な産業、労働組合の有無、正社員数、非正社員数）、

２．景気動向・経営状況、３．週休形態、４．所定労働時間・日数等、５．

年次休暇の取得状況、６．雇用状況、７．各種制度（定年制度、退職金制度、

再雇用・再任用制度、育児休業制度、介護休業制度、子の看護休暇）の整備

状況、８．ワークライフバランスの取組状況  
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【調査名】 労働環境等実態調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年７月９日 

【実施機関】 滋賀県商工観光労働部労政能力開発課 

【目 的】 仕事と生活の調和の推進のために、労働環境等の実態を調査し、滋賀におけ

る仕事（就労）をめぐる課題解決のための検討資料を得る。 

【調査の構成】 １－滋賀県民における労働環境に対する意識調査 アンケート調査票 

２－平成２２年県内企業における労働条件実態調査 アンケート調査票 

※ 

【調査票名】 １－滋賀県民における労働環境に対する意識調査 アンケート調査票 

【調査対象】 （地域）滋賀県全域 （単位）個人 （属性）滋賀県内在住の２５～４４

歳の男女 （抽出枠）住民基本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／３７９，４１３ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２２年７月 （系統）

滋賀県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期 （実施期日）平成２２年７月２２日～８月４日 

【調査事項】 １．基本属性（居住地域、居住歴、最終学歴、婚姻関係、家族構成、年収

（本人、配偶者・パートナー）、子どもの有無、人数、年齢）、２．回答者の

就業等の状況、３．配偶者・パートナーの就労状況、４．離職・再就職の状

況、５．仕事と子育ての両立支援に関すること、６．採用、ポジティブアク

ション、人事考課に関すること、７．働き方の理想と現実について 

※ 

【調査票名】 ２－平成２２年県内企業における労働条件実態調査 アンケート調査票 

【調査対象】 （地域）滋賀県全域 （単位）事業所 （属性）常用労働者１０人以上の

滋賀県内民営事業所 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／９，１３５ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２２年６月１日現在 （系統）

滋賀県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期 （実施期日）平成２２年７月２３日～８月６日 

【調査事項】 １．基本属性（業種、従業員数（正規労働者、非正規労働者等）、本社、

支社の別、大企業、中小企業の別）、２．休日、休暇、休業制度の導入状況

と利用状況、３．労働時間制度に関すること、４．離職・再就職に関するこ

と、５．採用、人事考課、ポジティブアクションに関すること、６．男性の

育児参加に関する取組に関すること、７．ワーク・ライフ・バランスの推進

に関すること  
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【調査名】 スポーツに関するアンケート調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年７月１５日 

【実施機関】 福岡市市民局文化・スポーツ部スポーツ振興課 

【目 的】 福岡市民のスポーツニーズを把握し、スポーツ施策推進の基本データとする

ことを目的として、市民のスポーツ活動の状況を調査するもの。 

【調査の構成】 １－平成２２年度市民スポーツに関するアンケート調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－平成２２年度市民スポーツに関するアンケート調査 調査票 

【調査対象】 （地域）福岡市全域 （単位）個人 （属性）２０歳以上の者 （抽出枠）

住民基本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，０００／１，１４０，０００ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２２年７月１日現

在 （系統）福岡市－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期（原則として３年） （実施期日）平成２２年７月１５

日～７月３０日 

【調査事項】 １．運動やスポーツの実施状況、２．実施できていないが実施したい運動

やスポーツ、３．公共スポーツ施設の利用状況、４．不足しているスポーツ

施設、５．屋根のついた広場の必要性・利用したい内容、６．学校施設利用

施策の認知度等、７．みるスポーツの実施有無、８．未成年の子どもの授業

や部活動以外の運動・スポーツの実施状況  
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【調査名】 省エネ関連設備に関する調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年７月１５日 

【実施機関】 愛知県農林水産部園芸農産課 

【目 的】 園芸用施設における電照設備等に関して調査し、省エネの推進を図っていく

上で必要な基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－平成２１年度 省エネ関連設備に関する調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－平成２１年度 省エネ関連設備に関する調査 調査票 

【調査対象】 （地域）愛知県全域 （単位）地方公共団体 （属性）市町村 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５７ （配布）オンライン調査（電子メール） 

（取集）オンライン調査（電子メール） （記入）自計 （把握時）調査実

施年前年６月３０日現在 （系統）愛知県－報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）平成２２年８月中旬～９月下旬 

【調査事項】 １．電照設備（電照設備の設置実面積、ガラス室のうち電照設備の種類別

設置実面積、ハウスのうち電照設備の種類別設置実面積）、２．ヒートポン

プ（ヒートポンプの設置実面積及び設置台数）  
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【調査名】 地域特産野菜等の生産状況調査（愛知県版）（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年７月１５日 

【実施機関】 愛知県農林水産部園芸農産課 

【目 的】 農林水産省が実施する一般統計調査である「地域特産野菜生産状況調査」に

追加して、愛知県内において生産される多様な野菜等について、作付面積、収穫

量、出荷量、産出額等を把握する。 

【調査の構成】 １－調査票１ ２－調査票２ 

※ 

【調査票名】 １－調査票１ 

【調査対象】 （地域）愛知県全域 （単位）協同組合 （属性）農業協同組合 （抽出

枠）愛知県農業協同組合・農事組合法人等名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２３／５１ （配布）オンライン調査（電

子メール） （取集）オンライン調査（電子メール） （記入）自計 （把

握時）調査実施年前年（１～１２月）に収穫されたものを対象とする。 （系

統）愛知県－市町村－報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）平成２２年８月中旬～９月下旬 

【調査事項】 野菜６７品目について、農林水産省の調査には含まれていない、産出額・

販売単価・主要品種名を調査。 

※ 

【調査票名】 ２－調査票２ 

【調査対象】 （地域）愛知県全域 （単位）協同組合 （属性）農業協同組合 （抽出

枠）愛知県農業協同組合・農事組合法人等名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２３／５１ （配布）オンライン調査（電

子メール） （取集）オンライン調査（電子メール） （記入）自計 （把

握時）調査実施年前年（１～１２月）及び調査実施年３年前（１～１２月）

に収穫されたものを対象とする。 （系統）愛知県－市町村－報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）平成２２年８月中旬～９月下旬 

【調査事項】 農林水産省の調査には含まれていない野菜１２品目及び果実１品目につい

て、作付面積、収穫量、出荷量を調査。  
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【調査名】 中小企業賃金実態調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年７月１６日 

【実施機関】 埼玉県産業労働部勤労者福祉課 

【目 的】 労働者の賃金構造を調査し、労使関係者に参考資料として提供することによ

り、合理的な賃金決定及び労使関係の安定に資する。 

【調査の構成】 １－賃金調査票Ａ（事業所票） ２－賃金調査票Ｂ（個人票） 

※ 

【調査票名】 １－賃金調査票Ａ（事業所票） 

【調査対象】 （地域）埼玉県全域 （単位）事業所 （属性）ア．日本標準産業分類に

よる「建設業」、「製造業」、「運輸業，郵便業」及び「金融業，保険業」に属

する大企業（本社・支店などを含む常用雇用者数（以下同じ）３００人以上）

及び中小企業（３０人以上２９９人以下）の埼玉県内事業所、イ．「情報通

信業」、「卸売業」、「不動産業，物品賃貸業」、「学術研究，専門・技術サービ

ス業」、「生活関連サービス業，娯楽業」、「教育，学習支援業」、「医療，福祉」、

「複合サービス事業」及び「サービス業（他に分類されないもの）」に属す

る大企業（１００人以上）及び中小企業（１０人以上９９人以下）の埼玉県

内事業所、ウ．「小売業」に属する大企業（５０人以上）及び中小企業（５

人以上４９人以下）の埼玉県内事業所 （抽出枠）平成１８年事業所・企業

統計調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／３０，０００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年７月３１日現在 （系統）

埼玉県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年７月下旬～８月下旬 

【調査事項】 １．労働者数、２．労働時間、３．初任給、４．育児・介護休暇の取得状

況、５．仕事と育児・介護の両立支援 

※ 

【調査票名】 ２－賃金調査票Ｂ（個人票） 

【調査対象】 （地域）埼玉県全域 （単位）事業所 （属性）ア．日本標準産業分類に

よる「建設業」、「製造業」、「運輸業，郵便業」及び「金融業，保険業」に属

する大企業（本社・支店などを含む常用雇用者数（以下同じ）３００人以上）

及び中小企業（３０人以上２９９人以下）の埼玉県内事業所、イ．「情報通

信業」、「卸売業」、「不動産業，物品賃貸業」、「学術研究，専門・技術サービ

ス業」、「生活関連サービス業，娯楽業」、「教育，学習支援業」、「医療，福祉」、

「複合サービス事業」及び「サービス業（他に分類されないもの）」に属す

る大企業（１００人以上）及び中小企業（１０人以上９９人以下）の埼玉県

内事業所、ウ．「小売業」に属する大企業（５０人以上）及び中小企業（５
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人以上４９人以下）の埼玉県内事業所 （抽出枠）平成１８年事業所・企業

統計調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／３０，０００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年７月３１日現在 （系統）

埼玉県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年７月下旬～８月下旬 

【調査事項】 １．就業形態、２．性別、３．年齢、４．勤続年数、５．扶養家族数、６．

最終学歴、７．労働者の種類、８．７月分実労働日数、９．７月分総労働時

間数、１０．７月分賃金総額  
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【調査名】 愛媛県県民健康調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年７月１６日 

【実施機関】 愛媛県保健福祉部健康衛生局健康増進課 

【目 的】 愛媛県民の健康状態及び食生活・運動・休養等の健康に関わる生活習慣の実

態を把握し、県民の総合的な健康づくりに必要な基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－世帯状況調査票 ２－食物摂取状況調査 調査票 ３－生活状況調

査票 

※ 

【調査票名】 １－世帯状況調査票 

【調査対象】 （地域）愛媛県全域 （単位）個人 （属性）世帯員 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／１，４６２，０００ （配

布）調査員・職員 （取集）調査員・職員 （記入）併用 （把握時）平成

２２年９月１日～１１月３０日の間の任意の一日 （系統）愛媛県－保健所

職員・調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２２年９月１日～１１月３０日 

【調査事項】 １．世帯状況（氏名、生年月日、年齢、性別、妊娠・授乳、仕事の種類、

身体活動レベル）、２．身体状況（身長、体重、腹囲、血圧、喫煙、一日の

運動量）、３．食事状況（一日の食事の状況（朝・昼・夕）） 

※ 

【調査票名】 ２－食物摂取状況調査 調査票 

【調査対象】 （地域）愛媛県全域 （単位）個人 （属性）世帯員 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／１，４６２，０００ （配

布）調査員・職員 （取集）調査員・職員 （記入）自計 （把握時）平成

２２年９月１日～１１月３０日の間の任意の一日 （系統）愛媛県－保健所

職員・調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２２年９月１日～１１月３０日 

【調査事項】 食物摂取状況（一日の食事の料理名・食品名・使用量・案分等） 

※ 

【調査票名】 ３－生活状況調査票 

【調査対象】 （地域）愛媛県全域 （単位）個人 （属性）世帯員 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／１，４６２，０００ （配

布）調査員・職員 （取集）調査員・職員 （記入）自計 （把握時）平成

２２年９月１日～１１月３０日の間の任意の一日 （系統）愛媛県－保健所

職員・調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２２年９月１日～１１月３０日 

【調査事項】 １．健康に関すること、２．健診に関すること、３．食生活に関すること、
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４．運動に関すること、５．休養に関すること、６．飲酒に関すること、７．

喫煙に関すること、８．歯科に関すること、９．健康づくり施策に関するこ

と  
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【調査名】 愛媛県能力開発基本調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年７月２０日 

【実施機関】 愛媛県経済労働部管理局労政雇用課 

【目 的】 愛媛県内の事業所の能力開発の実態を正社員・正社員以外別に明らかにする

とともに、公共職業訓練のニーズ及び評価等を把握し、職業能力開発行政に資す

る。 

【調査の構成】 １－愛媛県能力開発基本調査票（事業所調査票） 

※ 

【調査票名】 １－愛媛県能力開発基本調査票（事業所調査票） 

【調査対象】 （地域）愛媛県全域 （単位）事業所 （属性）基本調査事項のみの報告

者：常用労働者を５人以上雇用している民間事業所、基本調査事項及び付加

調査事項の報告者：常用労働者を５人以上雇用している民間事業所のうち、

愛媛県立高等技術専門校の職業訓練修了生（障害者を含む。）を雇用した事

業所 （抽出枠）基本調査事項のみの報告者：平成１８年事業所・企業統計

調査結果名簿、基本調査事項及び付加調査事項の報告者：平成１８年事業

所・企業統計調査結果名簿及び愛媛県立高等技術専門校修了生の就職先の情

報 

【調査方法】 （選定）無作為抽出及び有意抽出 （客体数）１，２５０／２５，０００ 

（配布）郵送・調査員 （取集）郵送・調査員 （記入）自計 （把握時）

平成２２年９月１日現在 （系統）愛媛県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期 （実施期日）平成２２年８月１６日～１０月２９日 

【調査事項】 １．基本調査事項（１）事業所の概要について、（２）教育訓練の実施に

関する事項について、（３）人材育成について、（４）労働者のキャリア形成

支援について、（５）労働者の職業能力評価について、（６）技能の継承につ

いて、（７）採用動向について ２．付加調査事項（愛媛県立高等技術専門

校の職業訓練修了生（障害者を含む。）を雇用した事業所のみの報告事項。）

（１）採用にあたって重視した点について、（２）愛媛県立高等技術専門校

の訓練内容への要望について、（３）障害者の採用について  
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【調査名】 長野県観光入込客統計調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年７月２０日 

【実施機関】 長野県観光部観光企画課 

【目 的】 「観光入込客統計に関する共通基準（平成２１年１２月２５日観光庁作成）」

による調査を実施することにより、都道府県間の比較可能な統計を作成し、季節

ごとの観光動向を把握する。 

【調査の構成】 １－長野県観光入込客統計調査（観光地点入込客数調査） ２－長野県

観光入込客統計調査（観光地点パラメータ調査） 

※ 

【調査票名】 １－長野県観光入込客統計調査（観光地点入込客数調査） 

【調査対象】 （地域）長野県全域 （単位）事業所等 （属性）前年の観光入込客数が

年間１万人以上の観光地点の管理者等 （抽出枠）長野県観光地点及び行祭

事・イベント名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５３０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）四半期ごとの実績（平成２２年４月以降） （系統）長野

県－市町村－報告者 

【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）四半期の翌々月末日 

【調査事項】 観光地点の月別入込客数 

※ 

【調査票名】 ２－長野県観光入込客統計調査（観光地点パラメータ調査） 

【調査対象】 （地域）長野県内１２地点の観光地 （単位）個人 （属性）長野県内１

２地点の観光地を訪れた観光客 （抽出枠）１２地点の観光地を訪れた観光

客 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／６，６００，０００ （配

布）調査員 （取集）調査員 （記入）併用 （把握時）四半期ごとの休日

１日 （系統）長野県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）四半期ごとの休日１日 

【調査事項】 １．居住地、２．性別、年齢、３．日帰り、宿泊別、４．旅行目的、５．

同行者数、６．来訪回数、立ち寄り観光地、訪問予定観光地、７．交通手段、

８．旅行費用  
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【調査名】 市町村民経済計算作成のための基礎資料収集調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年７月２１日 

【実施機関】 宮城県企画部統計課 

【目 的】 宮城県内市町村の経済活動を明らかにし、市町村民経済計算作成のための基

礎資料にする。 

【調査の構成】 １－市町村民経済計算作成のための基礎資料収集調査票 

※ 

【調査票名】 １－市町村民経済計算作成のための基礎資料収集調査票 

【調査対象】 （地域）宮城県全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類におけ

る電気業のうち発電所を有する事業所、日本標準産業分類におけるガス業、

運輸に附帯するサービス業のうち、市町村民経済計算において、公的企業及

び一般政府に分類される事業所 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調

査結果名簿（法人企業統計調査や地方財政状況調査などの他の一次統計にお

いて、推計に必要な数値を得ることができない事業所を抽出） 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）８７／６８９ （配布）郵送 （取集）郵

送 （記入）自計 （把握時）毎年４月１日～３月３１日 （系統）宮城県

－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月～９月 

【調査事項】 １．電気業、ガス業の収益及び費用、市町村別供給量、固定資産税額等、

２．公的企業及び一般政府における農水産業の生産額、市町村別土木工事額

及び採石・砂利生産額、一部事務組合負担金等  
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【調査名】 愛媛県歯科疾患実態調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年７月２６日 

【実施機関】 愛媛県保健福祉部健康衛生局健康増進課 

【目 的】 愛媛県民の口腔の健康状態を把握し、歯科保健の推進を図るために必要な基

礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－歯科健診票 

※ 

【調査票名】 １－歯科健診票 

【調査対象】 （地域）愛媛県全域 （単位）個人 （属性）世帯員 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／１，４６２，０００ （配

布）調査員・職員 （取集）調査員・職員 （記入）他計 （把握時）平成

２２年９月１日～１１月３０日の間の任意の１日 （系統）愛媛県－調査

員・保健所職員－報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期 （実施期日）平成２２年９月１日～１１月３０日 

【調査事項】 １．歯ブラシの使用状況、２．フッ化物の塗布状況、３．顎関節の異常、

４．現在歯の状況、５．喪失歯及びその補錣状況、６．歯肉の状況、７．歯

列・咬合の状況  
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【調査名】 相模原市産業連関表作成のための特別調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年７月２７日 

【実施機関】 相模原市企画市民局企画部広域行政課さがみはら都市みらい研究所 

【目 的】 製造業及びサービス業等の市域内外取引の状況を調査し、相模原市産業連関

表作成のための基礎資料を得るため。 

【調査の構成】 １－相模原市産業連関表作成のための特別調査（製造業向けの調査票） 

２－相模原市産業連関表作成のための特別調査（サービス業等向けの調査

票） 

※ 

【調査票名】 １－相模原市産業連関表作成のための特別調査（製造業向けの調査票） 

【調査対象】 （地域）相模原市全域（旧津久井郡４町含む。） （単位）事業所 （属

性）相模原市内に所在する製造業を営む事業所のうち、従業者数３０人以上

の事業所及び従業者数が４～２９人の事業所のうち、産業中分類別に製造品

出荷額の多い事業所の上位３割もしくは５社程度とする。 （抽出枠）平成

２０年工業統計調査の結果から作成した事業所リスト 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）５００／１，２６４ （配布）郵送、オン

ライン、ＦＡＸ （取集）郵送、オンライン、ＦＡＸ （記入）自計 （把

握時）平成２１年１月１日～１２月３１日 （系統）相模原市－民間事業者

－報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期（おおむね５年周期） （実施期日）平成２２年９月～

１０月 

【調査事項】 １．企業・事業所名、２．電話番号、３．担当者、４．担当部署、５．売

上高、６．従業者数、７．製造品目別年間生産額、８、製造品目別年間自工

場消費額、９．品目別年間出荷額、１０．消費地別出荷内訳（相模原市内、

相模原市内を除く神奈川県内、国内（神奈川県外）、海外（輸出）） 

※ 

【調査票名】 ２－相模原市産業連関表作成のための特別調査（サービス業等向けの調査

票） 

【調査対象】 （地域）相模原市全域（旧津久井郡４町含む。） （単位）事業所 （属

性）相模原市内に所在するサービス業等（事業所・企業統計調査産業分類の

「情報通信業」及び「サービス業（他に分類されないもの）」を営む事業所

のうち、従業者数１０人以上の民営事業所とする。ただし、市域内外取引の

把握を目的としているため、個人向けサービスを主とする業種を除く。 （抽

出枠）平成１８年事業所・企業統計調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）３００／４，３９７ （配布）郵送、オン

ライン、ＦＡＸ （取集）郵送、オンライン、ＦＡＸ （記入）自計 （把
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握時）平成２１年１月１日～１２月３１日 （系統）相模原市－民間事業者

－報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期（おおむね５年周期） （実施期日）平成２２年９月～

１０月 

【調査事項】 １．事業所名、２．担当者、３．担当部署、４．所在地、５．電話番号、

６．売上高、７．従業者数、８．サービス品目別サービス販売額、９．販売

先内訳（相模原市内、相模原市内を除く神奈川県内、国内（神奈川県外）、

海外（輸出））  
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【調査名】 製造企業の競争力を担う人材の確保・育成に関する調査（平成２２

年届出） 

【受理年月日】 平成２２年７月２７日 

【実施機関】 大阪府商工労働部商工労働総務課 

【目 的】 製造企業の競争力を担う人材の確保・育成状況及び今後の方策について調査

し、大阪のものづくり集積基盤強化のための人材面の課題を明らかにすることを

目的とする。 

【調査の構成】 １－製造企業の競争力を担う人材の確保・育成に関するアンケート調査 

※ 

【調査票名】 １－製造企業の競争力を担う人材の確保・育成に関するアンケート調査 

【調査対象】 （地域）大阪府全域 （単位）企業 （属性）平成１８年事業所・企業統

計調査結果名簿の産業分類において「製造業」に該当した会社企業のうち、

単独事業所及び本社であり、かつ、従業者（常用雇用者）２０人以上３００

人未満の企業。 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／５，１５３ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２２年８月１日 （系統）大

阪府－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２２年８月３１日～９月１５日 

【調査事項】 １．企業概要と経営実績、２．保有する競争力の種類、３．今後の経営戦

略と課題、４．就業者の構成、５．採用状況と採用選考のポイント、６．今

後の人材の確保・育成方針、７．若年者の定着策など  
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【調査名】 環境ビジネスの取り組みと人材育成に関する調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年７月２７日 

【実施機関】 大阪府商工労働部雇用推進室労政課 

【目 的】 本調査は、「グリーン・ニューディール」やＩＬＯの「Ｇｒｅｅｎ Ｊｏｂｓ：

Ｔｏｗａｒｄｓ ｄｅｃｅｎｔ ｗｏｒｋ ｉｎ ａ ｓｕｓｔａｉｎａｂｌ

ｅ，ｌｏｗ ｃａｒｂｏｎ ｗｏｒｌｄ」にみられる、環境分野における産業の

発展と雇用創出の潜在的な可能性を踏まえ、大阪府における今後の安定的な雇用

機会の創出を実現するため、大阪府に立地する事業所を対象として、環境ビジネ

スへの取り組み状況と今後の見通し、並びに当該ビジネスの担い手の量的・質的

な特徴と人事管理上の課題を把握し、行政に求められる支援施策を検討すること

を目的とする。 

【調査の構成】 １－環境ビジネスの取り組みと人材育成に関する調査票 

※ 

【調査票名】 １－環境ビジネスの取り組みと人材育成に関する調査票 

【調査対象】 （地域）大阪府内市町村全域 （単位）事業所 （属性）「平成１８年事

業所・企業統計調査結果名簿」に掲載されている、大阪府内に立地する民営、

かつ、法人、かつ、会社組織の事業所のうち、環境ビジネスに関連すると考

えられる日本標準産業分類「鉱業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱

供給・水道業」、「卸売，小売業」、「不動産業」及び「サービス業（他に分類

されないもの）」の一部の小分類のうち、従業員（常用雇用者）規模が３０

人以上の事業所。なお、府内に本社と支社等のいずれも所在する企業につい

ては、本社のみを対象とする。 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調

査結果名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３，４２７ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）平成２２年７月末現在 （系統）大阪府－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２２年８月２３日～９月６日 

【調査事項】 １．貴社の概要について、２．環境ビジネスの取り組み状況について、３．

環境ビジネスの実態と課題（主力商品・サービスについて）、４．環境ビジ

ネスの雇用と人事管理、５．環境ビジネスに関する施策について 



- 65 - 
 

【調査名】 労働条件等実態調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年７月２８日 

【実施機関】 宮崎県商工観光労働部労働政策課 

【目 的】 宮崎県内の民間事業所に雇用されている労働者の労働条件等を把握し、その

実態を明らかにするとともに、今後の労働行政の基礎資料とする。 

【調査の構成】 １－平成２２年度 労働条件等実態調査票 

※ 

【調査票名】 １－平成２２年度 労働条件等実態調査票 

【調査対象】 （地域）宮崎県全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げ

る「農業，林業」、「漁業」、「公務（他に分類されるものを除く）」、「分類不

能の産業」を除く産業に属し、従業者数が５人以上の事業所 （抽出枠）平

成１８年事業所・企業統計調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／２０，０００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年８月３１日現在 （系統）

宮崎県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月２４日～９月３０日 

【調査事項】 １．事業所の状況について、２．休日・休暇について、３．退職金制度に

ついて、４．定年制について、５．仕事と家庭の両立支援について、６．心

の健康対策について  
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（２）変更 

【調査名】 中小企業賃金事情調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年７月１日 

【実施機関】 茨城県商工労働部労働政策課 

【目 的】 茨城県内における中小企業の賃金実態を明らかにし、労使関係の安定を図る

ための基礎資料とし、賃金管理改善の参考とする。 

また、大企業についても調査を行い、中小企業との比較を行う。 

【沿 革】 本調査は、「賃金調査」（毎年実施）のほか、「労働時間、休日・休暇制度実態

調査」、「パートタイマー労働条件等実態調査」及び「高年齢者雇用環境等に関す

る実態調査」を毎年順番に実施し、３年で一巡する形で実施されていた。 

平成２２年調査から、これらに「年次有給休暇の取得状況に関する調査」（毎

年実施）が追加された。 

【調査の構成】 １－賃金調査票 ２－労働時間、休日・休暇制度実態調査票 ３－パー

トタイマー労働条件等実態調査票 ４－高年齢者雇用環境等に関する実態

調査 調査票 ５－年次有給休暇の取得状況に関する調査 調査票 

【備 考】 今回の変更は、沿革欄記載の変更のほか「パートタイマー労働条件等実態調

査票」に係る調査事項の変更。 

※ 

【調査票名】 １－賃金調査票 

【調査対象】 （地域）茨城県全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げ

る大分類「建設業」、「製造業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売業，

小売業」、「金融業，保険業」、「学術研究，専門・技術サービス業」、「複合サ

ービス事業（ただし、郵便局を除く。）」及び「サービス業（他に分類されな

いもの）」に属する民営事業所のうち、常時雇用する従業員数が３０人以上

のもの（ただし、「情報通信業」、「卸売業，小売業」のうち「小売業」、「学

術研究，専門・技術サービス業」、「複合サービス事業（ただし、郵便局を除

く。）」及び「サービス業（他に分類されないもの）」については、１０人以

上） （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／８，２６８ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年７月３１日現在 （系統）茨

城県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年７月下旬～８月下旬 

【調査事項】 １．事業所の概要（１）全一般従業員数、（２）１日の所定内労働時間、

（３）１年間の稼働日数、（４）労働組合の有無、（５）賃上げ額（定期昇給

分含む。）、（６）基準内賃金、（７）パートタイマー平均賃金、（８）週休制

の形態、２．初任給（１）学歴別に調査実施年の前年の７月、調査実施年の
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７月及び調査実施年の翌年の４月見込みの３時点における初任給、３．平均

賃金（１）従業員数、（２）延年齢、（３）延勤続年数、（４）延扶養家族数、

（５）延基準内賃金、（６）延基準外賃金、４．諸手当（１）家族手当（ア．

配偶者、イ．第一子、ウ．第二子、エ．第三子、オ．父母）、（２）住宅手当

（ア．世帯主、イ．単身者） 

※ 

【調査票名】 ２－労働時間、休日・休暇制度実態調査票 

【調査対象】 （地域）茨城県全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げ

る大分類「建設業」、「製造業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売業，

小売業」、「金融業，保険業」、「学術研究，専門・技術サービス業」、「複合サ

ービス事業（ただし、郵便局を除く。）」及び「サービス業（他に分類されな

いもの）」に属する民営事業所のうち、常時雇用する従業員数が３０人以上

のもの（ただし、「情報通信業」、「卸売業，小売業」のうち「小売業」、「学

術研究，専門・技術サービス業」、「複合サービス事業（ただし、郵便局を除

く。）」及び「サービス業（他に分類されないもの）」については、１０人以

上） （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／８，２６８ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年７月３１日現在 （系

統）茨城県－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２１年７月下旬～８月下旬 

【調査事項】 １．労働時間（１）１日及び１週間の所定内労働時間、（２）調査実施年

の前年の年間所定労働時間、（３）調査実施年の前年の年間所定外労働時間、

２．休日・休暇（１）週休以外の休日、（２）特別休暇、（３）育児・介護関

係休暇制度、（４）年次有給休暇、３．労働時間短縮に関する事項（１）過

去３年間の年間所定労働時間の変更状況、（２）今後３年間の年間所定労働

時間の変更状況、（３）変形労働時間制の導入 

※ 

【調査票名】 ３－パートタイマー労働条件等実態調査票 

【調査対象】 （地域）茨城県全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げ

る大分類「建設業」、「製造業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売業，

小売業」、「金融業，保険業」、「学術研究，専門・技術サービス業」、「複合サ

ービス事業（ただし、郵便局を除く。）」及び「サービス業（他に分類されな

いもの）」に属する民営事業所のうち、常時雇用する従業員数が３０人以上

のもの（ただし、「情報通信業」、「卸売業，小売業」のうち「小売業」、「学

術研究，専門・技術サービス業」、「複合サービス事業（ただし、郵便局を除

く。）」及び「サービス業（他に分類されないもの）」については、１０人以
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上） （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／８，２６８ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２２年７月３１日現在 （系

統）茨城県－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２２年７月下旬～８月下旬 

【調査事項】 １．事業所の概要（１）雇用事業所数、（２）就労割合、２．パートタイ

ム労働者の雇用形態（１）雇用理由、（２）年齢構成、（３）職種、（４）勤

続年数、（５）一日の所定労働時間、（６）一週間の勤務日数、（７）残業、

２．パートタイム労働者の諸規則（１）就業規則、（２）労働契約、４．パ

ートタイム労働者の賃金制度（１）昇給制度、（２）賞与、（３）退職金支給

の基準、５．その他の関係事項（１）募集方法、（２）正社員登用、（３）社

会保険加入状況、（４）労働組合、（５）有給休暇、（６）育児休業、６．今

後の動向（１）パートタイム労働者数、（２）職務内容、（３）整備事項、７．

雇用保険法改正（１）改正についての理解、（２）正社員と同等のパートタ

イム労働者の雇用 

※ 

【調査票名】 ４－高年齢者雇用環境等に関する実態調査 調査票 

【調査対象】 （地域）茨城県全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げ

る大分類「建設業」、「製造業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売業，

小売業」、「金融業，保険業」、「学術研究，専門・技術サービス業」、「複合サ

ービス事業（ただし、郵便局を除く。）」及び「サービス業（他に分類されな

いもの）」に属する民営事業所のうち、常時雇用する従業員数が３０人以上

のもの（ただし、「情報通信業」、「卸売業，小売業」のうち「小売業」、「学

術研究，専門・技術サービス業」、「複合サービス事業（ただし、郵便局を除

く。）」及び「サービス業（他に分類されないもの）」については、１０人以

上） （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／８，２６８ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年７月３１日現在 （系

統）茨城県－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２０年７月下旬～８月下旬 

【調査事項】 １．高年齢者の雇用状況（１）高年齢者の常用雇用者数、（２）６０歳以

上の従業員数、（３）高年齢者の新規採用理由、２．定年制（１）定年制、（２）

定年年齢、（３）定年延長計画、３．継続雇用制度（１）継続雇用制度、（２）

継続雇用の適用、（３）継続雇用者の身分・労働条件等、（４）最高雇用年齢、

（５）継続雇用希望人数・継続雇用者数 

※ 
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【調査票名】 ５－年次有給休暇の取得状況に関する調査 調査票 

【調査対象】 （地域）茨城県全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げ

る大分類「建設業」、「製造業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売業，

小売業」、「金融業，保険業」、「学術研究，専門・技術サービス業」、「複合サ

ービス事業（ただし、郵便局を除く。）」及び「サービス業（他に分類されな

いもの）」に属する民営事業所のうち、常時雇用する従業員数が３０人以上

のもの（ただし、「情報通信業」、「卸売業，小売業」のうち「小売業」、「学

術研究，専門・技術サービス業」、「複合サービス事業（ただし、郵便局を除

く。）」及び「サービス業（他に分類されないもの）」については、１０人以

上） （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００／８，２６８ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年１年間の実績 （系統）茨城

県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年７月下旬～翌年１月下旬 

【調査事項】 年次有給休暇の取得状況（１）年休を付与されている一般労働者数、（２）

新たに年休を付与した日数の合計、（３）年休取得日の合計  
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【調査名】 佐賀県労働条件等実態調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年７月１日 

【実施機関】 佐賀県農林水産商工本部雇用労働課 

【目 的】 佐賀県内の民間企業に雇用されている労働者の労働時間、その他の労働条件

に関する基本的事項を調査し、その実態を明らかにして佐賀県内事業所の労働環

境の整備を図るための施策の基礎資料とすることを目的とする。 

【沿 革】 平成２２年に、調査の名称が「佐賀県労使関係実情調査」から「佐賀県労働

条件等実態調査」へ変更された。 

【調査の構成】 １－平成２２年度佐賀県労働条件等実態調査票 

【備 考】 今回の変更は、調査事項の一部変更。 

※ 

【調査票名】 １－平成２２年度佐賀県労働条件等実態調査票 

【調査対象】 （地域）佐賀県全域 （単位）事業所 （属性）「建設業」、「製造業」、「電

気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業」、「卸売，小売業」、「金

融，保険業」、「宿泊業，飲食サービス業」、「医療，福祉」、「教育，学習支援

業」、「複合サービス事業」、「サービス業（他に分類されないもの）」に属す

る従業者規模（常用雇用者）が３０人以上の民営事業所 （抽出枠）平成１

８年事業所・企業統計調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３５０／１，９００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年７月３１日現在 （系統）佐賀県

－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年７月末日～８月１７日 

【調査事項】 １．事業所の概要、２．労働時間制度、３．育児・介護休業等制度、４．

その他の制度  
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【調査名】 県民経済計算・市民経済計算作成のための基礎資料収集調査（平成

２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年７月２日 

【実施機関】 宮城県企画部統計課 

【目 的】 宮城県内事業所の経済活動を明らかにし、県民経済計算・市民経済計算推計

の基礎資料にする。 

【調査の構成】 １－県民経済計算・市民経済計算作成のための基礎資料収集調査調査票 

【備 考】 今回の変更は、報告者数の増加及び調査事項の一部変更。 

※ 

【調査票名】 １－県民経済計算・市民経済計算作成のための基礎資料収集調査調査票 

【調査対象】 （地域）全国全域 （単位）事業所 （属性）他の一次統計書で得られな

い事業所 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２９１／１１，７３１ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年４月１日～３月３１日 （系統）

宮城県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月～１２月 

【調査事項】 １．漁業（従業者数、収入支出状況及び漁船見積費用等）、２．製造業（従

業者数、事業内容及び収入支出状況等）、３．電気・ガス・熱供給業（従業

者数、事業内容及び収入支出状況等）、４．運輸・通信業（従業者数、事業

内容及び収入支出状況等）、５．金融・保険業（加入者数及び収入支出状況

等）、６．サービス業（従業者数、事業内容及び収入支出状況等）、７．公務

（財政収入支出及び租税内訳等）、８．公的企業（収入支出状況及び有形固

定資産等）、９．国家公務員共済組合（組合員数、収入支出状況及び貸付利

子等）、１０．健康保険組合（組合員数、収入支出状況及び準備金・別途積

立金状況等）、１１．短大・大学（住居状況別県内外学生数、入学者数及び

教職員数等）  
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【調査名】 中心市街地に関する県民意識・消費動向調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年７月６日 

【実施機関】 新潟県産業労働観光部商業振興課 

【目 的】 本調査は、中心市街地や商店街に対する県民の意識と消費者の買物行動を調

査することにより、県や市町村の中心市街地活性化対策、商店街振興対策を構築

する上での基礎資料とするとともに、商店街や商業者が事業展開を計画する上で

の基礎資料として活用するために実施するもの。 

【調査の構成】 １－中心市街地に関する県民意識・消費動向調査調査票 

【備 考】 今回の変更は、調査事項の一部変更。 

なお、本調査の名称には、「意識」の文言が付されているが、調査事項の中に

「事実の報告」が含まれていることから、これら「事実の報告」に係る部分につ

いて、統計法上の「統計調査」として届出が受理されたものである。 

※ 

【調査票名】 １－中心市街地に関する県民意識・消費動向調査調査票 

【調査対象】 （地域）新潟県全域 （単位）世帯 （属性）２０歳代～７０歳代の男女 

（抽出枠）住民基本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２３，０００／８４９，２４７ （配布）

郵送・調査員 （取集）郵送・調査員 （記入）自計 （把握時）消費動向

に関する事項：調査実施年の前年１年間（平成２１年９月～平成２２年８月）、

中心市街地・商店街に関する事項：（平成２２年８月下旬～９月下旬） （系

統）新潟県－市町村－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２２年８月下旬～９月下旬 

【調査事項】 １．世帯における品目別地区別消費動向に関する事項、２．中心市街地・

商店街に対する意識に関する事項  
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【調査名】 全国企業短期経済観測調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年７月２１日 

【実施機関】 日本銀行調査統計局経済統計課企業統計グループ 

【目 的】 全国の企業動向を的確に把握し、金融政策の適切な運営に資すること。 

【沿 革】 本調査は、昭和３２年に「主要企業短期経済観測調査」（主要短観）、昭和３

５年に「中小企業の業況予測調査」（中小短観）が開始され、昭和４９年、中小

短観の調査対象企業に製造業（大企業及び中堅企業）と非製造業を追加し、「全

国短期経済観測調査」（全国短観）として調査を開始したものである。 

平成１６年３月に調査対象の選定基準を常用雇用者数基準から資本金基準に

見直すとともに、主要短観の中止に伴い、主要短観の一業種であった（金融機関）

調査を本調査の一部として実施している。 

【調査の構成】 １－全国企業短期経済観測調査（短観）票（全国・定例） ２－全国企

業短期経済観測調査（短観）票（金融機関・定例） 

【備 考】 今回の変更は、調査事項の一部変更。 

※ 

【調査票名】 １－全国企業短期経済観測調査（短観）票（全国・定例） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）資本金２千万円以上の法人企業（金

融機関を除く）等 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１１，５００／２１３，２００ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査票記入時点 （系統）

日本銀行－報告者 

【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）２月末頃、５月末頃、８月末頃、１１月

中旬～１か月程度調査を実施 

【調査事項】 １．判断項目（業況、国内での製商品・サービス需給、海外での製商品需

給、製商品の在庫水準、製商品の流通在庫水準、生産・営業用設備、雇用人

員、資金繰り、金融機関の貸出態度、借入金利水準、ＣＰの発行環境、販売

価格、仕入価格）、２．四半期項目（負債、資産、雇用者数の実績及び先行

き予測に関する判断）、３．年度計画（売上高（うち輸出）、輸出に際しての

為替レート、材料費、人件費、減価償却費、営業利益、金融収益、金融費用、

経常利益、当期純利益（税引き後）、設備投資額（有形固定資産計上ベース

（うち土地投資額））、ソフトウェア投資額（無形固定資産計上ベース））、４．

新卒者採用状況（６月、１２月調査のみ）（新卒者採用者数） 

※ 

【調査票名】 ２－全国企業短期経済観測調査（短観）票（金融機関・定例） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）金融機関のうち、銀行、信用金庫、

系統金融機関等、金融商品取引業、保険会社、賃金業等 （抽出枠）金融庁
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公表の免許・登録業者リスト等 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２００／７００ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）調査票記入時点 （系統）日本銀行－報告

者 

【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）２月末頃、５月末頃、８月末頃、１１月

中旬～１か月程度調査を実施 

【調査事項】 １．判断項目（貴社の業況、生産・営業用設備、雇用人員）、２．四半期

項目（雇用者数（うちパート））、３．年度計画（設備投資額（有形固定資産

計上ベース）（うち土地投資額））、４．新卒者採用状況（６月、１２月調査

のみ）（新卒者採用者数）  
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【調査名】 高齢者基礎調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年７月２１日 

【実施機関】 新潟県福祉保健部高齢福祉保健課 

【目 的】 新潟県高齢者保健福祉計画の見直し等、総合的な施策の推進を図るため、高

齢者の生活実態、考え方、要望等を調査する。 

【調査の構成】 １－平成２２年度 高齢者基礎調査 調査票 

【備 考】 今回の変更は、調査事項の一部変更、調査の基準日及び実施期間を約１か月

後倒し。 

※ 

【調査票名】 １－平成２２年度 高齢者基礎調査 調査票 

【調査対象】 （地域）新潟県全域 （単位）個人 （属性）新潟県内に在住する平成２

２年８月１日現在で満６５歳以上の高齢者 （抽出枠）住民基本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，５００／６１８，７５２ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２２年８月１日現在 （系

統）新潟県－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２２年８月３０日～９月１７日 

【調査事項】 １．体調、健康について、２．ふだんの生活について、３．悩みごと・こ

ころの不調について、４．介護などについて  
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【調査名】 労働条件等実態調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年７月２３日 

【実施機関】 和歌山県商工観光労働部商工労働政策局労働政策課 

【目 的】 和歌山県内の事業所に雇用される労働者の労働条件、各種制度等の実態を明

らかにし、それらの改善と、労使関係の安定に資するための基礎資料を作成する。 

【調査の構成】 １－労働条件等実態調査票 

【備 考】 今回の変更は、調査事項の一部変更。 

※ 

【調査票名】 １－労働条件等実態調査票 

【調査対象】 （地域）和歌山県全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類「建

設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業，

郵便業」、「卸売業，小売業」、「金融業，保険業」、「不動産業，物品賃貸業」、

「学術研究，専門・技術サービス業」、「宿泊業，飲食サービス業」、「生活関

連サービス業，娯楽業」、「教育，学習支援業」、「医療，福祉」、「複合サービ

ス事業」、「サービス業（他に分類されないもの）」に属する事業所のうち、

常用雇用者が１０人以上の事業所 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計

調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／５，２００ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年７月３１日現在 （系統）和

歌山県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年７月２６日～８月３１日 

【調査事項】 １．事業所の現況（１）事業所名、所在地等、（２）産業分類、（３）事業

所の労働者数、２．賃金、労働時間（１）賃金体系、（２）休暇制度、（３）

多様な就労形態、（４）週休制、（５）年次有給休暇、（６）年次有給休暇の

付与方法、（７）時間外労働の割増賃金率について、（８）労使間での労働条

件の話し合いについて、３．定年制（１）定年制の有無、形態、（２）定年

後の制度、４．育児・介護休業制度等（１）育児休業制度の規定の有無、内

容、（２）育児休業制度の男女別利用者数、（３）育児休業の利用期間別人数、

（４）育児休業を取得する際の雇用管理、（５）介護休業制度の規定の有無、

内容、（６）介護休業制度の男女別利用者数、（７）育児・介護のための支援

措置、（８）託児施設の運営がある場合の年間利用者数、（９）育児休業・介

護休業の導入及び運用における問題点、（１０）子の看護休暇制度の規定の

有無、内容、（１１）子の看護休暇制度の利用者数、（１２）介護休暇制度の

規定の有無、内容、５．パートタイム労働者（１）一般労働者、パートタイ

ム労働者に適用される制度、（２）パートタイム労働者の労働契約、（３）パ

ートタイム労働者に対する労働条件の明示、（４）パートタイム労働者から
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正社員への登用、６．公益通報者保護法（１）公益通報についての規定の有

無、（２）公益通報の受付相談窓口の有無、（３）通報、相談の有無、７．人

事・労務管理（１）管理職及びそのうちの女性の管理職の人数、（２）女性

の出産後の就労状況、（３）職場におけるセクシュアルハラスメントに対す

る取り組み、（４）人事・労務管理についての関心事  
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【調査名】 市政アドバイザー意識調査（平成２２年届出・３回目） 

【受理年月日】 平成２２年７月２６日 

【実施機関】 神戸市市民参画推進局参画推進部広聴課 

【目 的】 神戸市政に関する具体的施策や事業についての意見を求めるほか、市民生活

に関する意識を市の事業や施策を実施していく上での参考とする。 

【調査の構成】 １－第１０期市政アドバイザー第６回意識調査 調査票 

【備 考】 今回の調査は、第１０期・第６回の調査であり、今回の変更は調査事項及び

調査期間の変更。 

なお、本調査は、「意識調査」の名称を付して行われているが、調査事項の中

に「事実の報告」が含まれていることから、これら「事実の報告」に係る部分に

ついて、統計法上の「統計調査」として届出が受理されたものである。 

※ 

【調査票名】 １－第１０期市政アドバイザー第６回意識調査 調査票 

【調査対象】 （地域）神戸市全域 （単位）個人 （属性）第１０期市政アドバイザー 

（抽出枠）市政アドバイザー登録名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，１００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）平成２２年８月２６日～９月１０日 （系統）神戸市

－報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期 （実施期日）平成２２年９月１０日 

【調査事項】 １．家庭における火災への備えに関する事項、２．緑のまちづくりに関す

る事項、３．自殺に関する事項  
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【調査名】 中小企業景況調査（平成２２年届出・３回目） 

【受理年月日】 平成２２年７月２７日 

【実施機関】 愛知県産業労働部産業労働政策課 

【目 的】 愛知県内中小企業の産業活動の動向に関する基礎的な事項について把握し、

地域経済に関する施策の企画・立案及び効率的な推進を図るため。 

【調査の構成】 １－中小企業景況調査票 

【備 考】 今回の変更は、すべての調査票に係る調査事項の一部変更。 

※ 

【調査票名】 １－中小企業景況調査票 

【調査対象】 （地域）愛知県全域 （単位）事業所及び企業 （属性）製造業、卸・小

売業、建設業、サービス業を営む中小企業 （抽出枠）平成１８年事業所・

企業統計調査結果名簿（製造業・建設業（資本金３億円以下又は従業員３０

０人以下）、卸売業（資本金１億円以下又は従業員３００人以下）、小売業（資

本金５千万円以下又は従業員５０人以下）、サービス業（資本金５千万円以

下又は従業員１００人以下）） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／１６２，０００ （配布）

郵送・ＦＡＸ （取集）郵送・ＦＡＸ （記入）自計 （把握時）毎年４～

６月期、７～９月期、１０～１２月期、１～３月期 （系統）愛知県－報告

者 

【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）４～６月期（実施開始日である６月１日

に到達するよう５月末日の３日前頃）、７～９月期（実施開始日である９

月１日に到達するよう８月末日の３日前頃）、１０～１２月期（実施開始

日である１２月１日に到達するよう１１月末日の３日前頃）、１～３月期

（実施開始日である３月１日に到達するよう２月末日の３日前頃） 

【調査事項】 １．業種、２．従業員数、３．当期の経営実績、４．採算、５．設備投資、

６．雇用人員、７．金融機関の貸出態度及び経営上の問題点、８．行政が今

後強化すべき支援策、９．来期の見通し、１０．採算及び設備投資の計画、

１１．新卒者等の採用動向に関する調査  
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【調査名】 東京都男女雇用平等参画状況調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年７月３０日 

【実施機関】 東京都産業労働局雇用就業部労働環境課 

【目 的】 企業の改正育児・介護休業法への対応や意識を調査し、そこで働く従業員の

意識と比較を行う。 

また、働く女性をめぐる職場環境の実態と課題を把握し、今後の男女平等推進

施策を効果的に行うために活用する。 

【調査の構成】 １－事業所調査票 ２－男女従業員調査票 

【備 考】 今回の変更は、調査事項の変更。 

※ 

【調査票名】 １－事業所調査票 

【調査対象】 （地域）東京都全域（島しょ地域を除く。） （単位）事業所 （属性）

事業所規模３０人以上の都内「建設業」、「製造業」、「情報通信業」、「運輸業，

郵便業」、「卸売業，小売業」、「金融業，保険業」、「不動産業，物品賃貸業」、

「学術研究，専門・技術サービス業」、「宿泊業，飲食サービス業」、「生活関

連サービス業，娯楽業」、「教育，学習支援業」、「医療，福祉」、「サービス業

（他に分類されないもの）」（［９４宗教］は除く。）の１３業種（本所・単独

事業所） （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，５００／２１，３７５ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年９月１日現在 （系統）

東京都－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年９月１日～９月１７日 

【調査事項】 １．事業所の概要、２．男女雇用管理の概況について、３．育児・介護休

業制度について、４．両立支援制度について、５．ワークライフバランスに

ついて 

※ 

【調査票名】 ２－男女従業員調査票 

【調査対象】 （地域）東京都全域（島しょ地域を除く。） （単位）個人 （属性）事

業所規模３０人以上の都内「建設業」、「製造業」、「情報通信業」、「運輸業，

郵便業」、「卸売業，小売業」、「金融業，保険業」、「不動産業，物品賃貸業」、

「学術研究，専門・技術サービス業」、「宿泊業，飲食サービス業」、「生活関

連サービス業，娯楽業」、「教育，学習支援業」、「医療，福祉」、「サービス業

（他に分類されないもの）」（［９４宗教］は除く。）の１３業種（本所・単独

事業所）に勤務する男女従業員 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調

査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，０００ （配布）郵送 （取集）郵
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送 （記入）自計 （把握時）毎年９月１日現在 （系統）東京都－民間事

業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年９月１日～９月２７日 

【調査事項】 １．回答者プロフィール、２．男女雇用管理の概況について、３．育児・

介護休業制度について、４．両立支援制度について、５．ワークライフバラ

ンスについて  
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【調査名】 人権問題に関する意識調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年７月３０日 

【実施機関】 北九州市保健福祉局人権推進センター人権文化推進課 

【目 的】 あらゆる人権問題に関する市民意識の現状を把握し、今後の啓発課題を明確

にする。 

【沿 革】 平成２２年に、調査の名称が「人権問題に関する市民意識調査」から「人権

問題に関する意識調査」に変更された。 

【調査の構成】 １－人権問題に関する意識調査 調査票 

【備 考】 今回の変更は、調査事項の一部変更等。 

なお、本調査は、「意識調査」の名称を付して行われているが、調査事項の中

に「事実の報告」が含まれていることから、これら「事実の報告」に係る部分に

ついて、統計法上の「統計調査」として届出が受理されたものである。 

※ 

【調査票名】 １－人権問題に関する意識調査 調査票 

【調査対象】 （地域）北九州市全域 （単位）個人 （属性）北九州市に居住する２０

歳以上７９歳以下の男女 （抽出枠）住民基本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，５５０／７３７，４８２ （配布）

調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査票記入時点 （系

統）北九州市－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２２年９月３日～９月１５日 

【調査事項】 １．人権全般について、２．日本の風習について、３．女性の人権につい

て、４．子どもの人権について、５．高齢者の人権について、６．障害のあ

る人の人権について、７．同和問題について、８．日本に居住する外国人の

人権について、９．エイズ患者やＨＩＶ感染者の人権について、１０．イン

ターネットによる人権侵害について、１１．いろいろな意見について、１２．

人権に関する学習や情報について 
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